
山
川
町
の
文
化
財

第
十

集
（
総
集
編
）

鹿
児
島
県
揖
宿
郡
山
川
町
新
生
町
八
十
四
番
地

山
川
町
教
育
委
員
会
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た
ア
ン
ジ
ロ
ウ
の
史
実
が
あ
り
ま
す
。

い
う
形
で
出
発
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

化
財
保
護
条
例
が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

世
代
に
伝
え
て
い
く
た
め
に
、
私
達
の
山
川
町
で
は
、昭和
四
十
七
年
に
文

こ
の
貴
重
な
文
化
的
財
産
を
損
傷
し
た
り
、
破
壊
す
る
こ
と
な
く
次
の

文
化
財
は
、
祖
先
の
た
く
ま
し
い
創
造
カ
・
た
ゆ
ま
ざ
る
努
力
に
よ
っ

て
生
み
育
て
ら
れ
た
貴
重
な
財
産
で
あ
り
ま
す
。

早
速
、
五
名
の
委
員
が
発
令
さ
れ
、
文
化
財
保
護
審
議
会
が
発
足
い
た

し
ま
し
た
。
文
化
財
保
護
行
政
は
、
こ
の
方
々
の
御
智
恵
を
い
た
だ
く
と

山
川
町
に
は
、
古
代
隼
人
族
の
根
拠
地
の
一
っ
と
目
さ
れ
る
成
川
遺
跡

が
あ
り
ま
す
。
中
世
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
・
ザ
ビ
エ
ル
を
先
導
し

ま
た
、
薩
摩
禅
宗
の
勃
興
期
か
ら
明
治
初
年
に
か
け
て
は
、
薩
南
文
教

の
中
心
を
な
す
正
龍
寺
が
あ
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
山
川
港
は
、
南
方
交
易

の
甚
点
で
も
あ
り
、
多
く
の
人
々
が
山
川
で
交
流
を
深
め
ま
し
た
。

米

山
川
町
教
育
委
員
会

教
育
長
倉

発
刊
に
あ
た
っ
て

定
男

こ
の
度
、

（
町
制
施
行
六0
周
年
記
念
の
日
）

平
成
二
年
十
一
月
十
六
日

こ
う
し
た
歴
史
と
文
化
を
数
多
く
掘
り
お
こ
し
、
そ
の
成
果
を
町
民
の

皆
様
方
に
提
供
し
て
い
く
こ
と
が
、
教
育
行
政
の
重
要
な
任
務
で
あ
り
ま

す
。
｝

「
山
川
の
文
化
財
」
第
十
槃
を
刊
行
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
多
く
の
方
々
が
、
町
内
に
あ
る
国
・
県
・
町
指
定
文
化
財
の
意
義
を

更
に
深
く
知
っ
て
い
た
だ
き
、
郷
士
・
山
川
を
再
発
見
し
て
い
た
だ
き
た

精
力
的
に
調
査
研
究
に
あ
た
ら
れ
た
文
化
財
保
護
審
議
会
委
員
の
方
々

に
深
甚
か
ら
感
謝
を
申
し
あ
げ
る
と
と
も
に
、
多
く
の
町
民
の
皆
様
が
、

十
分
に
こ
の
資
料
巣
を
御
活
用
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
あ
げ
る

次
第
で
す
゜

い
と
思
い
ま
す
。



!
 j '
 



................. ・....... ・・ヽ..............................,,, ... ヽ..... ヽ.....................................................................ヽ.......... ヽ"・.............. ................................................................................................. . 

十
四
編
集
後
記

―
-
．
山
川
町
文
化
財
一
覧
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
ー
ー

2

ソ
テ
ツ
自
生
地
（
国
指
定
）
と
ソ
テ
ッ
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

3

ー

4

四
山
川
薬
園
跡
及
ひ
リ
ュ
ウ
ガ
ン
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

5
S
6

五
．
鰻
地
蔵
板
碑
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

7

ー

8

六
．
小
川
六
地
蔵
幡
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

9
S
l
o

七
．
旧
正
龍
寺
跡
と
諸
資
料
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

1
1
S
1
9

八
正
龍
寺
宝
珠
付
角
柱
石
塔
婆
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

2
0ー
2
1

九
．
成
川
板
碑
と
西
国
三
十
三
ケ
所
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

2
2ー

2
3

十
．
田
の
神
石
像
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

2
4ー

2
6

t-
. 

地
頭
仮
屋
跡
石
塀
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

2
7
S
3
2

十
二
．
成
川
十
一
面
観
音
座
像
、
石
殴
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

3
3ー
3
5

+
―
―
-
．
前
田
利
右
衛
門
墓
石
と
諸
資
料
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

3
6
S
5
0

-
．
発
刊
に
あ
た
っ
て

＾
目

次
＞

... 蜻,....................... , ......... ヽ .............. ・..., ............................................................................... ヽ ............................................................. ヽ.............................. ヽ,,... ,,, ... ヽ..................... ・・ヽ,,... ,,, 



山川町文化財一覧

所有者 地図
指定区分 名 称 所在地 指定年月日

管理者 番号

国指定特別 福元・竹山 1 の 1

ソテツ自生地 山川 町 昭27. 3. 29 
天然記念物 岡児ケ水赤水鼻 1 の 2

県指定史跡 山川薬園及び
及 新生町35 II 昭29. 3. 22 ② 

天然記念物 リュウガン

町指定
鰻地蔵板碑 鰻地蔵坂6261 林田スミエ 昭49. 7. 16 ③ 

有形文化財

II 小川六地蔵憧 小川納骨堂前 小）II 区 昭49. 7. 16 ④ 

旧正龍寺跡
II 福元5780 福元区 昭56. 10. 6 ⑤ 

墓 石 群

正龍寺宝珠付
II 福元5780 II 昭49. 7. 16 ⑥ 

角柱石塔婆

II 成川板碑 成川井手方1204 中薗栄ニ 昭49. 7. 16 ⑦ 

II 田の神石像 成川下原937 入佐カエノ 昭56. 10. 6 ⑧ 

地頭仮屋跡 新生町84
II 山川 町 昭56. 10. 6 ⑨ 

石 塀 （町役場）

成川十一面観
II 成川大坪1016- 2 谷口 隆 昭60. 10. 24 ⑩ 

音座像• 石殿

前田利右衛門 岡児ケ水東村2159
II 前田 美鶴 昭60. 10. 24 ⑪ 

墓 石 堂ノ間墓地
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ソ
テ
ッ
…
ソ
テ
ツ
科
の
常
緑
低
木
。
八
丈
島
・
九
州
南
部
以
南
の
熱
帯
に

広
く
分
布
し
、
関
東
南
部
以
南
の
暖
地
で
は
鑑
賞
用
に
庭
園
に
栽
培
さ
れ
て

い
る
。
幹
は
一
本
直
立
す
る
か
、
ま
れ
に
は
数
本
束
生
す
る
株
に
な
る
。
高

さ
一
S

三
盆
、
全
面
に
葉
の
跡
が
あ
り
、
ざ
ら
ざ
ら
し
て
い
る
。
葉
は
幹
の

頂
部
に
だ
け
つ
け
、
か
さ
を
開
い
た
よ
う
に
束
生
す
る
。
葉
質
は
ひ
じ
ょ
う

に
か
た
く
、
濃
緑
色
で
つ
や
が
あ
り
、
羽
状
に
分
裂
し
、
線
形
の
羽
片
を
多

数
つ
け
る
。
雌
雄
異
株
で
花
は
幹
の
頂
部
に
つ
く
。
雄
花
は
単
生
し
、
長
さ

り
ん
べ
ん

五
十
炉
、
径
一
〇
炉
ほ
ど
の
円
柱
状
で
，
く
さ
び
形
の
鱗
片
が
ら
せ
ん
状
に

や
く

っ
き
、
そ
の
下
に
多
く
の
蒟
を
つ
け
る
。
雌
花
は
多
数
束
生
し
、
長
さ
一
〇

は
い
し
ゅ

s

一
五
炉
、
上
部
は
羽
状
に
裂
け
、
下
部
に
三
S

五
対
の
胚
珠
を
つ
け
る
。

受
精
は
イ
チ
ョ
ウ
と
同
じ
く
精
虫
に
よ
る
も
の
で
、

一
郎
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
。

九
州
最
南
端
に
は
ソ
テ
ツ
の
自
生
地
が
あ
り
、
宮
崎
県
・
鹿
児
島
県
に
は

天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
地
域
が
あ
る
。
大
木
と
し
て
は
静
岡
県
清

水
市
竜
華
寺
の
根
ま
わ
り
五
は
、
枝
張
り
九
猛
、
熊
本
県
玉
名
郡
の
根
ま
わ

り
十
一
た
匝
、
枝
張
り
一
0
猛
、
高
さ
紘
、
静
岡
県
伊
豆
、
川
津
町
の
径
二
蹂
、

高
さ
八
猛
、
な
と
が
あ
る
。

葉
は
盛
り
花
に
利
用
し
、
幹
の
ず
い
は
砕
い
て
で
ん
ぷ
ん
を
と
り
、
果
実

と
と
も
に
救
荒
食
品
に
す
る
。

育
て
方
は
、
夏
は
水
を
乾
燥
し
な
い
程
度
に
あ
た
え
る
。
根
に
多
量
の
水

F
 

一
八
九
六
年
に
池
野
成

き
て
い
る
の
は
ソ
テ
ツ
科
だ
け
で
あ
る
。

百
科
辞
典
（
小
学
館
）

分
が
あ
る
の
で
、
冬
に
は
霜
よ
け
と
凍
結
を
防
ぐ
た
め
室
内
に
お
き
，
と
く

に
温
度
を
あ
た
え
る
必
要
は
な
い
。

葉
を
全
部
の
ぞ
き
自
然
乾
燥
さ
せ
て
冬
を
越
さ
せ
れ
ば
、
翌
春
に
は
ま
た

〔
ソ
テ
ツ
科
〕

裸
子
植
物
・
ソ
テ
ッ
目
。
世
界
の
熱
帯
・
亜
熱
帯
に
約
九

は
い
し
ゅ

0
種
が
あ
る
。
茎
は
円
柱
形
で
枝
分
か
れ
は
な
く
、
胚
珠
は
葉
の
ふ
ち
に
つ

く
。
お
し
べ
の
下
面
の
胞
子
の
う
（
花
粉
袋
）
に
は
生
殖
細
胞
と
栄
養
細
胞

が
あ
り
前
者
は
二
個
の
精
虫
を
形
成
す
る
。
精
虫
は
繊
毛
の
あ
る
ら
せ
ん
帯

を
つ
け
た
球
で
運
動
す
る
。
こ
の
群
は
、
中
生
代
に
栄
え
た
植
物
で
、
今
生

院
湯
夜
？

會
ヽ

§
l
.
[

” 

美
し
い
葉
を
だ
す
゜

＾
西
田
誠
＞
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山川薬園跡地附近の地図

消防
分遺所

゜

I I 至漁協

山川薬懐

④ 

ピ
町
役
場

• 

た
い
せ
つ
ぷ
ん
か
ざ
い

あ
わ
せ
も
つ
大
切
な
文
化
財
で
す
゜

や
く
え
ん

薬
園
の

し
せ
き

「
史
跡
」

し
ま
ず
て
い
け
ん
じ
ょ
.
―
っ
た

た
島
津
邸
へ
も
献
上
さ
れ
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
店
す
。

ぎ

し

と
し
て
の
意
義
を

と

て
ん
ね
ん
き
ね
ん
ぷ
つ

「
天
然
記
念
物
」

の
ら
せ
て
い
ま
す
。

め
い
じ
お
わ
コ
ろ

明
治
の
終
り
頃
ま
で
は
、

と
う
き
ょ
う

東
京
に
あ
っ

き

こ
の
樹
は
、

ち
ょ
つ
け
い

い
ま
も
直
径
一
、

ほ
ど
ち
ゃ
か
つ
し
ょ
く
み

五

e
m程
の
茶
褐
色
の
実
を
み

じ
ゅ
れ
い
す
い
て
い

（
樹
齢
三
百
年
と
推
定
）

の
こ

が
残
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
す
が
、

現i
在し:
は
ヽ

ね
っ
た
い
せ
い
い
＜
ヵ

熱
帯
に
生
育
す
る
ム
ク
ロ
ジ
科
の
リ
ュ
ウ
ガ
ン

の
面
積
は
、

五
反
六
畝
だ
っ
た
）

そ
う
か
ず
お
お
う

草
が
数
多
く
植
え
て
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
゜

（
薬
園

シ

ハ
ズ
・
キ
コ
ク

・
カ
ン
ラ
ン

や
く

リ
ュ
ウ
ガ
ン
な
ど
の
薬

と
う
じ

年
に
開
園
）
当
時
は
、

や
ま
が
わ
し
ま
ず
や
く
え
ん

山
川
の
島
津
薬
園
と
よ
ば
れ
、

レ
イ

も
っ
と
ふ
る
や
く
え
ん

で
最
も
古
い
薬
園
が
あ
り
ま
し
た
。
（
万
治
二
年

1

一
六
五
九

き
ち

g

．
っ
し
ん
い
っ
た
い
さ
つ
ま
ば
ん

こ
の
リ
ュ
ウ
ガ
ン
の
樹
を
中
心
と
し
た
一
帯
に
は
薩
摩
藩

（
指
定
昭
和
二
十
九
年
三
月
二
十
二
日
）

や
ま
が
わ
や
く
え
ん
あ
と
お
よ

塁
界
麟
山
川
薬
園
跡
及
び
リ
ュ
ウ
ガ
ン

一 5 -



（
大
日
本
百
科
辞
典
）

八
長
沢

冗
夫
＞

は
透
明
で
液
汁
の
大
木
肉
質
の
仮
種
皮
で
、
甘
く
、
生
食
さ
れ
る
。
こ
れ
を

の
接
木
、
取
木
法
な
ど
に
よ
る
。

果
実
を
竜
眼
・
桂
円
と
い
い
、
食
用
に
す
る
。
果
肉
の
よ
う
に
見
え
る
の

乾
燥
し
て
黒
褐
色
と
な
っ
た
も
の
を
竜
眼
肉
・
福
肉
と
称
し
、
漢
方
で
強
壮

・
鎮
静
剤
と
し
て
、
健
忘
症
．
不
眠
症
な
ど
に
用
い
る
。

八
飯
塚

宗
夫
＞

〔
竜
眼
〕

ム
ク
ロ
ジ
科
の
常
緑
性
高
木
。

葉
は
互
生
し
、
羽
状
複
葉
で
、
長
さ
一
五

S

四
五
芹
、
子
葉
は
一

0
炉
内

外
、
多
く
は
一
―-
S六
対
っ
き
、
革
質
全
緑
で
、
長
楕
円
形
を
な
す
。
円
錐
花

序
は
長
さ
―
-
O
s
-―-
O炉
で
頂
生
ま
た
は
腋
生
し
、
花
は
黄
白
色
を
呈
し
、

直
径
三
＼
六
％
で
―

o
o
o
余
個
つ
き
、
花
弁
．
蒋
と
も
五
片
に
分
か
れ
、

芳
香
が
あ
る
。
雄
し
べ
は
六

s
-
0
個
、
柱
頭
は
二
裂
す
る
。
果
実
は
球
形

ま
た
は
扁
球
形
で
、
縦
径
二
＼
三
炉
、
果
皮
は
褐
色
を
呈
し
、
不
鮮
明
・
不

規
則
な
亀
甲
状
の
紋
が
あ
り
、
も
ろ
い
。
四
月
に
開
花
し
、
七

S

八
月
に
熟

す
。
イ
ン
ド
原
産
と
い
わ
れ
（
ド

1
1

カ
ン
ド
ル
説
）
、
現
在
で
は
、
東
南
ア

ジ
ア
諸
国
．
熱
帯
ア
メ
リ
カ
な
ど
に
広
く
分
布
す
る
。
繁
殖
は
実
生
、
共
台

リ
ュ
ウ
ガ
ン

｀
し

作
戦
は
二
回
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
、

【
指
宿
】
指
宿
郡
山
川
町
福
元
に
あ
る
リ
ュ
ウ
ガ
ン
（
県
指
定
天
然
記
念

物
）
は
、
長
年
の
風
雨
で
樹
勢
が
弱
ま
り
ピ
ン
チ
に
陥
っ
て
い
た
が
、
同
町

リ
ュ
ウ
ガ
ン
は
薩
摩
藩
の
「
山
川
薬
園
」
跡
地
に
残
っ
て
い
る
も
の
で
、

樹
齢
一
二
百
余
年
に
達
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
不
老
長
寿
の
薬
と
し
て

珍
璽
さ
れ
て
い
た
が
、
寒
風
や
塩
風
に
さ
ら
さ
れ
て
年
々
樹
勢
が
弱
ま
っ
て

い
た
。
こ
の
た
め
，
同
町
は
二
月
中
旬
か
ら
リ
ュ
ウ
ガ
ン
の
若
返
り
作
戦
を

実
施
し
た
。

一
回
目
は
根
周
り
の
除
草
や
余
分
な

枝
と
枯
れ
枝
を
切
断
。
そ
の
切
り
口
に
は
水
が
し
み
込
ま
な
い
よ
う
に
融
合

剤
を
塗
っ
て
処
理
。
肥
料
・
骨
粉
•
発
酵
鶏
ふ
ん
な
ど
を
ま
い
た
。
―
一
回
目

は
三
月
初
め
に
枝
の
切
り
口
に
銅
板
製
の
キ
ャ
ッ
プ
を
取
り
付
け
た
。
こ
れ

ら
の
作
業
は
熱
帯
果
樹
栽
培
の
専
門
家
ら
の
指
導
で
進
め
ら
れ
た
も
の
で
、

長
年
リ
ュ
ウ
ガ
ン
を
山
川
町
の
誇
り
に
し
て
き
た
町
民
ら
は
「
ど
う
か
元
気

に
な
っ
て
く
れ
」
と
祈
っ
て
い
る
。

（
南
日
本
新
聞

は
こ
の
ほ
ど
樹
勢
回
復
処
理
を
行
っ
た
。

昭
和
六
十
三
年
三
月
九
日
）

疇
施
肥
な
ど
若
返
り
作
戦

樹
勢
よ
み
が
え
っ
て
9
.

天然記念物
リュウガン
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鰻地蔵板碑附近の地図

一
鰻
池

-— 

っ
た云

え
、

ィ

れ
き
し
じ
ょ
う
き
ち
ょ
う
し
り
ょ
う

歴
史
上
貴
重
な
資
料
で
す
゜

ぞ
う
け
い
て
き

造
型
的
に
は
、

か
ん
と
う
い
た
ひ

関
東
の
板
碑
に
よ
く
似
て
、

こ
し
き

そ
の
古
式
を

と
が
で
き
ま
す
。

ち地
が
、
ほ
く
ち
ょ
う
が
た
せ
い
り
ょ
く
け
ん

北
朝
方
の
勢
力
圏
だ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
い
知
る
こ

ま
た
、

い
た
ひ

こ
の
板
碑
に
は
、

ほ
く
ち
ょ
う
ね
ん

f
一
う

北
朝
年
号
が
使
用
さ
れ
、

こ
の

と
く

（
特
に
、

り
ん
む
ら
ぴ
と
し
ん
こ
う

隣
の
村
人
た
ち
に
よ
る
信
仰
あ
つ
い
も
の
が
あ
り
ま
す
゜

―
じ
ぞ
う
ま
つ
り

一
月
十
五
・
十
六
日
の
地
蔵
さ
ん
祭
の
日
）

こ
に

じ

f
}
v

「
地
嶽
」
が
あ
っ
た
た
め
で
し
ょ
う
。

い
ま今

も
な
お
、

近！

じ
ぞ
う
し
ん
こ
う

こ
う
し
た
地
蔵
信
仰
が
、
ぅ
倍
ち
く
て
い
ち
ゃ
く

鰻
地
区
に
定
着
し
た
の
は
、

梵
字
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

じ
ぞ
う
ぼ
ざ
つ
い
っ
た
い
あ
ん
ち

の
地
蔵
菩
薩
一
体
が
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

年
約
六
五

0
年
前
）

？
含
じ
ぞ
う
い
た
ひ

鰻
地
蔵
板
碑
は
、
な
ん
ぽ
く
ち
ょ
ぅ
じ
だ
い
げ
ん
と
く

南
北
朝
時
代
の
元
徳
四
年

じ
ぞ
う

「
地
蔵
」

ぞ
う
り
ゆ
う

に
造
立
さ
れ
、

(
―
―
―
―
―
―
―
二

ひ
ょ
う
げ
ん

を
表
現
す
る

お
ど
う

か
た
わ
ら
の
御
堂
に
も
、

（
指
定

ぞ
う
い
た
ひ

的
形
謬
恥
剛
地
蔵
板
碑

こ

も
く
ぞ
う

木
像

昭
和
五
十
年
一
月
二
十
四
日
）

ー 7 -



「
薩
摩
国

揖
宿
郡

：
石
造
塔
婆
考
」

頴
娃
郡

{ 

重
永
宰
著

そ
の
背
景
の
一
っ
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

く
残
存
し
、
形
態
の
比
較
観
察
を
容
易
な
ら
し
め
て
い
る
要
因
で
あ
る
。
板

称
の
な
い
現
況
で
は
止
む
を
得
ま
い
。

で
は
な
い
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
石
碑
は
、

作
成
さ
れ
た
所
謂
狭
義
の
板
碑
で
な
く
、
よ
し
ん
ば
そ
れ
が
角
柱
状
で
あ
っ

て
も
、
頂
部
に
山
形
と
二
条
線
（
切
り
込
み
）
、
そ
れ
に
額
部
を
有
す
る
も

の
を
『
板
碑
』
と
称
ぶ
こ
と
に
す
る
。
碑
で
も
な
く
、
板
状
で
も
な
い
も
の

を
板
碑
と
称
す
る
こ
と
に
、
甚
だ
抵
抗
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
他
に
名

板
碑
は
石
塔
の
中
で
独
特
の
構
造
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
基
礎
を
除

け
ば
塔
身
が
一
石
で
彫
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
他
の
石
塔
類
が
数
個

の
石
よ
り
造
成
さ
れ
、
各
部
分
を
組
み
合
せ
、
積
み
重
ね
た
も
の
と
対
照
的

で
あ
る
。
こ
の
特
徴
に
よ
っ
て
、
板
碑
は
他
の
石
塔
類
の
よ
う
に
崩
壊
し
て

も
各
部
分
が
散
失
す
る
こ
と
な
く
、
個
体
と
し
て
そ
の
原
状
を
保
持
し
続
け

る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
は
、
板
碑
が
他
の
石
塔
類
に
比
べ
て
そ
の
数
が
多

碑
ブ
ー
ム
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
、
板
碑
の
研
究
が
盛
ん
な
の
も
、
こ
の
特
性
が

『
青
石
塔
姿
』
の
如
く
板
状
に

板
碑
と
は
石
塔
の
形
態
の
一
っ
に
付
与
さ
れ
た
名
称
で
あ
っ
て
、

冒

『
碑
』

ー 8-



小川六蔵憧附近の地図

県道 . 
←大山へ

銘翌対召 園：約 浄¥ と

文t す
~ 

ヘ 四 未乃 は • し ーノヽろ< 
'- ぅ '- 有町

る の の 上〗の て 地じ 形

造t f共＜血酎往t 0 座ざ胤童含
ヽ 蔵？ 文指

型g 養土は 生 t 年 L— に 室［ 胤童合 化

と と
ヽ L - 削ヽ,. と は 町[は

財定

も し 幾心｀を '--' そ
ヽ 時じ ヽ

に て 百？願は生内の 小ぉ代ド六ぞ 小ぉ

当ぢ大召年［う 前閃妻；川翌に 道忍 JII 名
地ち切図の ヒ日むね し• が の 多：を ~ 

方月に 間 fごを
ヽ 豪? < 輪1 指 --1-ノヽろ< 

―—ゴ ヶ疋

を 保"
ヽ 記き現1・天：族了造了廻ね 地じ

代召存1 小ぉし 世せ文i と 立]し 昭 蔵t表？し 川ドた 安？― お さ て 和
す て の 銘？穏？十 も れ し‘ 四 憧 5
る き 村し文；← わ ま る 十

貴きた 人］が と 年 れ し 衆し 九

重〗も た あ 死し- る た 生〗 年

な の ち り 後こ』 法〗 ゜ を 七
月

資しで が ま の 五 名: 救t 十
料〗あ 死しす 五 ———l ぅ , 

———l ノヽ

で り 者';, ゜
己女• ぁ ご： 吾ぅ も 日

ん ー一＾ 云ん

す
ヽ

に 楽 t 年 心と の

゜
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〔
備
考
〕

一
、
所
在
地

三
、
銘

＜
こ
く
）

文

二
、
形
状

`
;
 

現
世
（
げ
ん
せ
）

後
生
（
ご
し
ょ
う
）

山
川
町
小
川
小
川
墓
地

高
―
―
―
七
•
0
。
宝
珠
亡
失
、
寵
部
を
一
部
欠
損
す
る
も
ほ
ぼ
塔
柱
正
面
に
銘
が
あ
る
。

伏
以
今
月
今
日
豫
修
善
根
功
徳
奮
｝
心
浄
秀
上
坐
井
鏡
山
妙
光
大
姉
岳
壽
位
於
現
色

奉
造
立
六
地
蔵
一
基
円
亘
天
文
二
十
二
年
―
―
一
月
如
意
珠
日
願
主
疇

壽
命
長
遠
子
孫
繁
昌
為

□
口
安
穏
或
於
後
生
必
安
楽
國
可
往
生
者
也

0
伏
以
（
ふ
し
て
お
も
う
）

往
生
（
お
う
じ
ょ
う
）

安
穏
（
あ
ん
の
ん
）

安
楽
国
（
あ
ん
ら

宝
珠
は
五
輪
塔
の
空
風
輪
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
着
け
て
あ
る
。
高
さ
は
基
礎
の
地
下
の
部
分
を
含
む
。

単
位
は
セ
ン
チ
。
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旧正龍寺跡墓石群附近の地図

ぼ
う
え
き
こ
う
や
ま
が
わ
こ
う
が
い
こ
く
せ
ん
が
い
こ
う
ぷ
ん
し
ょ

ま
た
、
貿
易
港
山
川
港
に
は
い
る
外
国
船
の
外
交
文
書

じ
●
じ
ゅ
と
よ
と
み
ひ
で
よ
し

の
授
受
に
も
あ
た
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
豊
臣
秀
吉

け
ん
ち
ち
ぎ
ぅ
ぽ
っ
し
ゅ
う

の
検
地
に
よ
る
知
行
の
没
収
を
も
ま
ぬ
が
れ
ま
し
た
。

め
い
じ
は
い
ぷ
つ
し
ゃ
く
は
い
じ

し
か
し
、
明
治
二
年
の
廃
仏
き
釈
に
よ
り
、
廃
寺
と
な
り

と
き
さ
ん
い
っ
あ
っ
ぽ
廿
言

ま
し
た
。
そ
の
時
散
逸
し
た
も
の
を
集
め
た
の
が
こ
の
墓
石

ぐ
ん群

で
す
゜

三
九
0
年
約
六
0
0
年
前
）

し
ょ
う
さ
い
け
ん

尚
が
ま
ね
か
れ
て
再
建
に
あ
た
り
ま
し
た
。

f
]

お
お
め
い
そ
う
だ
き
ょ
．
っ
と

そ
の
後
、
多
く
の
名
僧
を
出
し
、
京
都
の

か
や
え
が
く
も
ん
て
き
す
い
じ
？
ん
た
か
ほ
こ

窯
を
も
驚
か
す
学
問
的
水
準
の
高
さ
を
誇
り

ふ府
と
さ
え
い
わ
れ
ま
し
た
。

‘儒:
薩ぢ家か
摩ま

文；藤t
教；原t
の 、[·星古

不ふ山 i
明？明？元t こ
徳をで氏しの
元閃すが旧t
年？゜創 t 正:

め
い
そ
う

名
僧

二
し
ん
お

虎
森
和

＂
ゆ
う
じ

龍
寺
は

け
ん建

し
た
と

（
指
定
昭
和
五
十
六
年
十
月

さ
つ
し
●
う
や
ま
が
わ
か
い
う
ん
ざ
ん
し
ょ
う
り
・
ぅ
じ

薩
州
山
川
海
雰
山
正
龍
寺
と

か
い
き

い
わ
れ
て
い
ま
す
゜
開
基
の

ヽ
~
ヽ
~

ヽ
＞

ね
ん
だ
い

年
代
は

き
ゅ
う
し
ょ
う
り
ゅ
う
じ
あ
と
ぼ
せ
き
ぐ
ん

定
旧
正
龍
寺
跡
墓
石
群

I

旨

I
l
l

オ

有
形
文
化
財

六
日
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正
龍
寺
は
初
代
虎
森
和
尚
か
ら
三
十
二
代
約
五
百
年
に
亘
り
、
禅
寺
と

し
て
同
地
に
存
在
し
た
が
、
現
在
残
っ
て
い
る
和
尚
等
の
墓
碑
は
下
記
の

と
お
り
で
あ
る
。

（
調
査
時
の
所
在
場
所
）

二
．
正
龍
寺
に
残
る
同
寺
関
係
文
化
財

正
龍
寺
に
つ
い
て
は
、
文
献
も
少
な
く
発
見
さ
れ
た
墓
碑
類
も
ご
く
一
部

に
す
ぎ
な
い
が
、
隣
接
地
に
徳
雲
庵
・
教
主
庵
の
両
末
寺
が
存
在
し
た
こ
と
、

正
龍
寺
関
係
文
化
財
集
積
地
に
あ
る
鬼
瓦
な
ど
か
ら
想
像
す
る
に
、
そ
の
規

模
構
造
は
相
当
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
が
、
た
だ
ち
に

こ
れ
を
想
定
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。

し
か
し
、
現
地
調
査
の
結
果
、
正
龍
寺
跡
に
は
住
持
の
墓
石
六
基
、
位
牌

一
基
そ
の
他
の
和
尚
塔
の
墓
石
六
基
、
地
蔵
菩
薩
坐
像
一
基
、
正
龍
寺
宝
珠

付
角
柱
石
塔
婆
一
基
（
山
川
町
文
化
財
）
の
外
、
横
井
坂
に
龍
頭
石
、
座
禅

石
等
が
残
っ
て
い
る
。

一
、
正
龍
寺
に
つ
い
て

i
 

（
五
）

（
四
）

（
三
）

(—-) 
(

-

)

 

中
岩
庸
和
尚
禅
師

延
宝
／
辰
正
月
十
三
日

〈
六
七
六
年
〉

（
在.. 

〶
）
無
縁
墓
地
）

〈
一
八
六
二
年
〉

]
 

在
：
故
外
薗
為
義
氏
が
祭
る
木
村

[
 

〈
一
八
三
三
年
〉

前
住
嘗
山
廿
九
世
奥
岳
充
和
尚

明
治
三
十
三
年
旧
十
月
廿
一
日

外
薗
佐
兵
衛

法
名
釈
了
佐
行
年
七
十

前
広
済
感
應
二
十
六
世
嘗
山
十
四
世
愚
山
和
尚

辛

亨
保
十
六
―
―
一
月
念
五
日
示
寂

亥

嘗
山
二
十
五
世
逸
道
俊
和
尚
禅
師

甲

文
化
十
一
年
八
月
―
-
＋
四
日

戊

天
保
四
已
年
十
月
二
日
示
寂

〈
一
八
一
四
年
〉

（
在
・
・
〶
）
無
縁
墓
地
）

記

〈
一
七
三
一
年
〉

（
在
：
旦
尚
墓
地
左
下
）

重
成
一
族
と
称
す
る
墓
地

前
広
済
現
正
龍
寺
三
十
一
世
月
宗
和
尚
禅
師

文
久
壬
戊
―
一
月
二
十
四
日

’‘ 
在在
.. .. 
位墓
牌石.. 
金正
生龍
町寺
萩人
原口
熊地
男蔵
氏裏
ヽヽ

祖
先
の
納
骨
堂
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(
+
―
―
-
）
雲

(+) 
（
九
）

（
八
）

（
七
）

宗

塔

毒
屋
宗
香
禅
師

嘗
山
留
岳
和
尚

宝
暦
元
年

〈
一
七
四
三
年
〉

〈
一
七
五
一
年
〉

東
福
第
一
座
右
山
大
寂
公
座
元
禅
師

干
時
宝
暦
十
二
［
口
天
五
月
十
六
日
於
京
都
寂

地
蔵
菩
薩
座
像

寛
政
八
丙
辰
年
正
月
十
三
日
口

活
道
了
快
居
士
四
角
の
山
川
石
に
地
蔵
菩
薩
像
が
]

載
っ
て
い
る
。

一
（
在
：
旧
士
族
墓
地
の
奥
）

(
+
-
）
正
龍
寺
宝
珠
付
角
柱
石
塔
婆

永
禄
十
年

（
山
川
町
指
定
文
化
財

（
十
二
）
前
廣
済
嘗
山
十
五
世
月
苓
公
禅
師

癸

時
口
亨
保
八
。
歳
孟
正
初
―
―
日

g
 

圃
寂
大
圃
知
照
禅
師

寛
保
三
戊
十
月
十
一
日

在
：
教
主
庵
）

〈
一
七
二
三
年
〉

（
在
：
菱
田
墓
地
内
）

〈
一
五
六
七
年
〉

〈
七
六
二
年
〉

（
在.. 

〶
無
縁
墓
地
）

（
二
）

(

-

)

 

塀
前

母
が
現
地
に
移
し
た
も
の
で
あ
る
。

仰
し
て
い
た
が
福
島
富
士
弥
氏
の
祖

寺
跡
南
山
手
の
小
高
い
と
こ
ろ
に
安

置
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
先
祖
が
信

在
：
金
生
町
七
十
二
福
島
宅
玄
関
石

も
と
も
と
こ
の
薬
師
如
来
像
は
正
龍

天
明
八
戊
田
孟
冬
吉
辰

仁
王
像
二
基

薬
師
如
来
座
像
一
基

〈
一
七
九
六
年
〉

〈
一
七
八
八
年
〉

年
代
不
詳

れ
て
い
る
。
山
川
石
。

（
在
：
現
正
龍
寺
正
門
）

側
の
仁
王
像
の
背
面
に
刻
ま

安
田
幸
三
囲
衛
門
清
実
居
士

と
い
う
文
字
が
向
か
っ
て
左

（
在.. 

〶
）
無
縁
墓
地
）
三
、
他
所
に
残
る
同
寺
関
係
文
化
財

（
在
：
®
無
縁
墓
地
）

（
十
四
）
嘗
山
十
九
世
儀
山
津
和
尚
禅
師

宝
暦
九
已n
八
月
十
二
日

（
六
）

（
在.. 

®
無
縁
墓
地
）

文
政
八
乙
酉
九
月
二
十
七
日

（
在
：
菱
田
墓
地
内
）

〈
一
七
五
九
年
〉

（
在
：
菱
田
墓
地
内
）

〈
一
八
二
五
年
〉
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（
五
）

（
四
）

（
三
）

日
本
薩
R
X山
陽
湊
有
老
人
稲
利
口
了
貞
尖

板
碑
に
は
次
の
文
字
が
刻
ま
れ
て
い
る
。 施

主

正
龍
寺
板
碑
一
基

〈
一
五
五
二
年
〉

敬
白

霜
月
十
一
囲

田
団

天
文
廿
一
年

年
代
不
詳

（
半
壊
山
川
石
）

奉
彫
薬
師
如
来
一
記

口
天
明
八
戊
田
孟
冬
吉
辰

薩
交
山
川
正
龍
寺
閑
居
宝
門

玄
参

寛正
政龍
改寺
ー、．~

冗月lj

巳住
酉実
八門

' ｀月真
在た今西二和

゜ 日貞十尚新木ま則六禅
生製で氏日師
町゜仏が寂
六 壇祖

に先へ
おか一
いら七
て引八
拝き九
ん継年
でい 'v'

きで
ヽ、

正
龍
寺
鬼
瓦
一
基

位
牌

西
宅

像
の
背
面
に
次
の
文
字
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

(

-

)

 

現
在
で
は
横
井
坂
井
戸
前
の
舗
装
道
路
下
に
埋
ま
り
、
そ
の
一

部
が
道
路
端
に
見
ら
れ
る
。

大
岩
石
で
、
そ
の
脇
下
か
ら
滝
が
落
下
し
、
僧
侶
達
の
修
練
の

龍
頭
石

四
、
そ
の
他
の
同
寺
関
係
文
化
財

〔
注
〕

（
山
川
石
）

施
主

敬
白

天
文
国
囲
霜
月
十
一
囲

預
修
善
根
久
発
大
願
力
自
読
誦
大
乗
妙

典
一
千
部
而
今
月
今
日
伸
供
養
者
也

心
井賀

雲
妙
慶
因
薗
預
修
善
利
読
誦

金
剛
経
七
千
餘
巻
月
日
伸
供
養
伏

願
現
世
安
穏
後
生
善
処
之
故
也

二
の
一
、
四
、
十
二
の
如
く
伊
集
院
広
済
寺
の
和
尚
と

の
交
流
が
あ
り
ま
た
二
の
九
、
の
和
尚
の
如
く
京
都
で
客

死
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
の
を
見
る
に
、
正
龍
寺
の
和
尚

等
が
京
都
に
留
学
し
て
勉
学
に
励
ん
だ
こ
と
が
う
か
が
わ

れ
る
。
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薩
州
山
川
海
雲
山
正
龍
寺
は
、
小
松
平
重
盛
の
末
葉
、
山
本
何
某
が
創

建
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
山
元
根
占
を
領
し
て
い
た
時
、
あ
る
日
、
山
川
と
根
占
と
の
間
に
船

を
浮
か
べ
魚
釣
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
大
き
な
鯛
を
釣
り
あ
げ
、
こ
の
腹

の
中
か
ら
黄
金
が
出
て
き
た
。
山
元
は
、
こ
れ
を
基
に
し
て
山
川
に
正
龍

寺
、
根
占
に
東
漸
寺
を
創
建
し
、
夫
婦
共
、
髪
を
切
り
、
夫
は
円
妙
・
夫

六
、
正
龍
寺
の
由
来

（
五
）

II 

成
川
梅
月
寺

泉
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

足
っ
て
、

ノ
ー

正
龍
寺
の
開
基
年
月
日
も
解
明
で
き
な
い
。

依
っ
て
系
図
に
よ
っ
て
円
妙
知
泉
を
た
し
か
め
る
方
策
は
な
い
゜

（
四
）

II 

小
川
遊
世
庵

（
三
）

II 

場
で
も
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。

横
井
坂
の
道
路
中
間
附
近
に
大
き
い
平
な
石
が
あ
っ
て
、
そ
の

上
に
、
昔
、
坊
さ
ん
た
ち
か
座
禅
を
し
て
修
行
し
た
と
伝
え
ら
れ

五
、
正
龍
寺
の
末
寺大

山
正
護
寺

(—-) 

II 

教
主
庵

(-) 

（
二
）

山
川
町
福
元
徳
雲
庵

て
い
る
。

座
禅
石

（
根
占
名
勝
志
）

現
在
、
山
元
氏
の
子
孫
山
元
照
久
宅
に
は
、
こ
の
夫
婦
円
妙
知
泉
の
掛

軸
が
残
っ
て
い
る
が
、
現
在
の
も
の
は
昭
和
三
十
八
年
に
複
製
し
た
も
の

で
、
昔
の
も
の
と
寸
分
違
わ
な
い
ほ
ど
に
出
来
て
い
る
。

昔
の
も
の
は
、
今
次
大
戦
で
防
空
壕
で
湿
気
の
た
め
ぼ
ろ
ぽ
ろ
に
な
っ

い
、
同
市
仲
町
の
今
村
表
具
師
に
表
装
し
直
し
て
も
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
。

（
故
山
元
康
平
氏
言
）

山
元
家
に
は
、
祖
父
の
代
ま
で
は
系
図
が
あ
っ
た
が
、
系
図
の
紙
を
凧
を

作
る
の
に
使
用
し
て
、
系
図
の
態
を
な
さ
な
く
な
っ
た
た
め
現
在
は
な
い
。

（
故
山
元
康
平
氏
言
）
。

一
方
根
占
の
東
漸
寺
跡
も
、
根
占
北
の
小
高
い
山
の
麓
に
あ
る
が
、
今

は
竹
林
と
化
し
、
同
町
文
化
財
標
柱
と
二
三
の
和
尚
の
墓
が
残
っ
て
い
る

の
み
で
、
こ
れ
ま
た
開
基
年
月
日
は
不
詳
で
あ
る
。

根
占
に
は
、
山
本
姓
が
十
数
軒
あ
る
が
、
そ
の
子
孫
と
言
わ
れ
る
元
大

根
占
郵
便
局
長
宅
を
訪
ね
、
円
妙
知
泉
の
位
牌
の
所
在
、
系
図
の
有
無
を

た
ず
ね
た
が
、
知
ら
な
い
と
の
返
事
か
あ
っ
た
の
で
、
こ
こ
で
も
円
妙
知

正
龍
寺
は
臨
済
宗
で
本
尊
は
阿
弥
陀
如
来
を
奉
じ
、
明
徳
元
年
（
一
三

た
た
め
鹿
児
島
市
の
田
之
浦
の
松
井
某
先
生
に
た
の
ん
で
複
写
し
て
も
ら

人
は
知
泉
と
号
し
た
。
」

-15-



明
治
―
―
十
二
年
(
-
八
八
九
）

七
月
、
真
宗
大
谷
派
本
願
寺
の
説
教

所
が
J
E龍
寺
境
内
に
創
設
。

冗
来
は
同
系
の
家
族
で
あ
る
。

明
治
二
年

（
一
八
六
九
）

廃
仏
き
釈
に
よ
り
廃
寺
と
な
っ
た
。

⑤
山
本
・
山
元
姓
は
、
根
占
・
山
川
両
地
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。

を
取
扱
っ
て
い
た
た
め
と
言
わ
れ
て
い
る
。

港
が
、
明
と
の
重
要
な
貿
易
港
で
あ
る
と
と
も
に
、

正
龍
寺
が
そ
の
業
務

こ
と
と
符
号
す
る
。

郷
士
史
）
こ
れ
に
よ
り
、
正
龍
寺
再
建
が
一
三
九

0
年
で
あ
る

（
山
川

島
津
元
久
公
は
、
禅
宗
に
帰
依
し
、
伊
集
院
に
広
済
寺
、
鹿
児
島
に
福

昌
寺
を
山
川
に
正
龍
寺
を
造
建
し
、
虎
森
相
尚
を
住
待
に
し
た
。

豊
臣
秀
吉
は
、
文
禄
元
年
（
一
五
九
―
-
）
朝
鮮
出
兵
の
折
、
軍
資
金
と

食
糧
の
調
査
を
諸
国
に
命
じ
た
。
こ
の
年
、
細
川
幽
斉
に
命
じ
、
薩
摩
の

検
地
を
行
い
、
多
く
の
社
寺
が
知
領
を
没
収
さ
れ
た
が
、
細
川
幽
斉
は
、

正
龍
寺
の
知
行
は
没
収
し
な
か
っ
た
（
三
国
名
勝
図
会
）
。
こ
れ
は
山
川

蒙
山
和
尚
の
弟
子
で
、
福
昌
寺
の
石
屋
和
尚
の
師
兄
に
当
る
。

島
津
元
久
公
が
正
龍
寺
を
建
立
し
た
の
が
、
二
十
八
オ
の
時

で
、
応
水
十
八
年
(
-
四
―
-
）
八
月
、

昌
寺
に
葬
り
、

四
十
九
オ
で
没
し
福

そ
の
位
牌
は
正
龍
寺
に
安
置
さ
れ
た
。

④
 

③
虎
森
和
尚
は
、
京
都
五
山
南
禅
寺
の
塔
頭
で
帰
雲
院
の
住
持
、

②
正
龍
寺
は
、
伊
集
院
広
済
寺
の
末
寺
で
あ
る
。

割
を
果
た
し
た
。

羊
）
吾
n

薩
摩
の
文
教
の
府
と
し
て
、
ま
た
山
川
港
の
貿
易
港
と
し
て
の
重
要
な
役

①
 

九
0
)
足
利
義
満
の
時
代
、
今
か
ら
約
六
百
年
前
、
正
龍
寺
中
興
の
開
山

と
称
せ
ら
れ
る
虎
森
和
尚
が
正
龍
寺
に
招
へ
い
さ
れ
て
、
再
建
し
た
と
い

川
に
来
て
便
船
を
待
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
便
船
に
恵
ま
れ
ず
、
止
む

な
く
京
都
に
帰
ろ
う
と
し
て
い
る
際
、
知
己
の
伊
集
院
妙
円
寺
（
の
ち
に

鹿
児
島
福
昌
寺
）
の
禅
師
、
石
屋
和
尚
が
、
こ
の
高
僧
を
京
都
に
帰
す
こ

と
を
惜
し
み
、
時
の
藩
主
第
八
代
島
津
元
久
公
を
動
か
し
、
知
行
を
さ
ず

け
、
正
龍
寺
を
新
た
に
造
立
し
て
住
持
と
し
て
迎
え
、
爾
来
数
百
年
の
間
、

明
治
四
十
一
云
一
年
(
-
九
一0
)

（
一
九
四
五
）

造
平
屋
建
。

十
二
月
、
再
建
（
鉄
筋
コ
ン
ク
リ

山
川
町
人
舟
町
山
元
睦
子
氏
宅
に
は
、
昔
か
ら
伝
承
さ
れ
た

金
銀
祇
製
の
画
額
が
あ
る
。
円
妙
を
現
わ
し
た
と
見
ら
れ
る
大
黒

様
が
、
鯛
の
魚
を
小
脇
抱
え
て
宝
船
を
指
さ
し
て
い
る
絵
で
あ
る
。

（
作
成
年
代
不

〔
注
〕

ー
ト
）
。

昭
和
―
二
十
八
年
(
-
九
六
―
―
-
）

虎
森
和
尚
は
京
都
南
禅
寺
の
出
身
で
、
唐
の
国
に
渡
り
勉
学
せ
ん
と
山

わ
れ
て
い
る
。

昭
和
―
―
十
年

八
月
十
一
日
、
戦
災
消
失
。

現
在
地
、
金
生
町
七
五
に
移
転
。
木

明
治
―
―
―
十
九
年
(
-
八
九
六
）
一
月
二
日
、
正
龍
寺
を
公
称
。
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明
応
元
年

文
亀
三
年

永
正
元
年

天
文
廿
一
年

永
禄
元
年

天
文
十
八
年

文
明
十
年

文
明
五
年

（
一
五
五
八
）

小
川
六
地
蔵
籠
建
立
゜

寛
政
八
年

（
一
七
九
六
）

明
徳
元
年

応
永
二
十
年

応
仁
元
年

ザ
ビ
エ
ル
、
山
川
港
に
来
る
。

正
龍
寺
板
碑
建
立
゜

（
一
四
九
二
）

（
一
五
0
二
）

（
一
五
0
四
）

（
一
五
四
九
）

（
一
五
五
二
）

応
永
十
六
年

宝
暦
十
二
年

寛
政
元
年

（
一
七
八
九
）

実
門
真
和
尚
死
去
゜

地
蔵
菩
薩
座
像
、
建
立
゜

天
明
八
年

（
一
七
八
八
）

桂
庵
の
門
下
生
、
殆
ん
ど
正
龍
寺

に
来
る
。

師
、
京
都
に
お
い
て
客
死
。

（
一
七
六
二
）

東
福
第
一
座
右
山
大
寂
公
座
元
禅

る
。

宝
暦
九
年

（
一
七
三
一
）

（
一
七
五
一
）

（
一
七
五
九
）

十
九
世
儀
山
津
和
尚
禅
師
死
去
゜

薬
師
如
来
座
像
建
立
゜

郁
芳
（
山
川
出
身
）
正
龍
寺
に
来

II 

II 

亨
保
十
六
年

宝
暦
元
年

十
四
世
愚
山
和
尚
死
去
゜

嘗
山
留
岳
和
尚
死
去
゜

桂
庵
の
門
下
生
京
都
で
研
鑽
゜

亨
保
八
年

を
伝
う
。

延
宝
四
年

（
一
六
七
六
）

（
一
四
七
八
）

桂
庵
わ
が
国
に
初
め
て
程
朱
の
学

寛
保
三
年

（
一
七
二
三
）

圃
寂
大
圃
知
照
禅
師
死
去
゜

中
岩
庸
和
尚
禅
師
死
去
。

十
五
世
月
苓
公
禅
師
死
去
゜

（
一
六
四
三
）

に
帰
れ
ず
薩
摩
に
来
る
。

（
一
四
七
三
）

冗
和
四
年

（
一
六
―
八
）

（
一
四
六
七
）

応
仁
の
乱
。

桂
庵
、
明
よ
り
帰
国
し
た
が
、
京

虎
森
和
尚
、
指
宿
大
圃
寺
に
て
死

去
。

慶
長
十
三
年

川
港
よ
り
軍
船
を
出
す
゜

慈
眼
公
、
山
川
に
光
臨
。
第
八
世

文
岳
和
尚
即
興
の
詩
を
つ
く
る
。

（
一
六
0
九
）

四
書
訓
読
本
家
法
和
点
を
繕
写
す
゜

（
一
三
九
0
)

（
一
四
0
九
）

（
一
四
一
三
）

島
津
家
久
、
琉
球
国
を
征
す
。
山

足
利
幕
府
、
島
津
元
久
を
薩
摩
の

守
護
職
に
補
す
゜

文
禄
三
年

（
一
五
九
四
）

藤
原
裡
寓
、
嘗
山
門
得
和
尚
よ
り

正
龍
寺
再
建
、
虎
森
和
尚
住
持
と

な
る
。

文
禄
元
年

（
一
五
九
二
）

天
正
四
年

（
一
五
七
六
）

七
、
正
龍
寺
関
係
年
代
史

永
禄
十
年

（
一
五
六
七
）

正
龍
寺
宝
珠
付
角
柱
石
塔
婆
建
立
゜

成
川
板
碑
建
立
゜

豊
臣
秀
吉
朝
鮮
出
兵
。
検
地
。
細

川
幽
斉
田
禄
を
収
入
せ
ず
、
寺
禄

は
、
百
八
石
余
り
あ
り
と
い
う
。
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文
久
二
年

明
治
二
年

天
保
四
年

（
一
八
六
九
）

（
一
八
六
二
）

（
一
八
三
三
）

文
化
十
一
年

文
政
八
年

（
一
八
二
五
）

（
一
八
一
四
）

廿
五
世
逸
道
俊
和
尚
禅
師
死
去
゜

雲
宗
塔
建
立
゜

廿
九
世
奥
岳
充
和
尚
死
去
゜

三
十
一
世
月
宗
和
尚
死
去
゜

廃
仏
き
釈
。
廃
寺
。
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II 

ヽ

l

．
十
四
愚
山
和
尚
（
文
化
財
集
積
地
）

2
．
中
岩
庸
和
尚
禅
師
(
”
)

3
．
毒
屋
宗
香
禅
師
(
”
)

4

．
園
寂
大
圃
知
照
禅
師
(
”
)

5

．
留
岳
和
尚
(
”
)

6
．
東
福
第
一
座
右
山
大
寂
公
座
元
禅
師
（

7

．
二
十
五
世
逸
道
俊
和
尚
禅
師
（
旦
尚
募
地
左
下
）

8

．
二
十
九
世
奥
岳
充
和
尚
（
文
化
財
集
積
地
）

]
 

墓
石
1
1

文
化
財
集
積
地

位
牌
1
1

萩
原
熊
男
氏
祖
先
納
骨
堂

9
．
三
十
一
世
月
宗
相
尚
禅
師
一

1
0．
地
蔵
菩
薩
座
像
（
文
化
財
集
積
地
）

1
1．
正
龍
寺
宝
珠
付
角
柱
石
塔
婆
(
”
)

1
2
．
前
廣
済
嘗
山
十
五
世
月
苓
公
禅
師
(
”
)

1
3．
雲
宗
塔
(
”
)

1
4．
嘗
山
十
九
世
儀
山
律
和
尚
禅
師
(
”
)

1
5
．
位
牌1
1

正
龍
寺
前
住
実
門
真
和
尚
禅
師
（
西
貞
則
氏
宅
）

1
6．
正
龍
寺
鬼
瓦
（
文
化
財
集
積
地
）

1
7
．
正
龍
寺
板
碑
(
”
)

1
8
．
仁
王
像
二
基
（
現
正
龍
寺
正
門
）

1
9
．
薬
師
如
来
座
像
一
基
（
福
島
富
士
弥
氏
宅
玄
関
石
塀
前
）

2
0．
龍
頭
石
（
横
井
板
）

2
1
．
座
禅
石
(

八
、
正
龍
寺
関
係
文
化
財
地
図

II 
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0 
正龍寺宝珠付角柱石塔婆

し
ょ
.
―
き
ち
ょ
う
し
り
ょ
う

上
か
ら
も
貴
璽
な
資
料
と
な
っ
て
い
ま
す
゜

婦ふ
L— 

け
い
ざ
い
て
き
し
え
ん
し
ゃ
ぞ
く
み
ょ
・
つ
め
い
き

と
い
う
経
済
的
支
援
者
の
俗
名
を
明
記
し
、

ぞ
う
け
い

か
つ
造
型

な
く
、

い
け
だ
は
や
と
の
す
け
ふ
う
ふ

「
池
田
隼
人
助
夫
婦
」

と

あ
み
や
よ
し
ざ
え
も
ん
？
ら
ふ

「
網
屋
与
染
左
衛
門
允
夫

り
か
い

お
こ
な
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
ま
す
゜

と
う
ば
と
う
じ
し
ん
こ
う
じ
っ
た
い
し
の

こ
の
塔
婆
は
、
当
時
の
信
仰
の
実
態
を
偲
ば
せ
る
だ
け
で

か
ん
と
う
り

e
う

十
一
日
間
逗
留
し
、

お
お
ひ
と
あ
っ
ね
ん
ぷ
つ
こ
う

多
く
の
人
び
と
を
築
め
て
念
仏
講
を

え
い
ろ
く

永
禄
十
年

（
一
五
六
七
年
約
四
二
0
年
前
）
や
ま
が
わ
き

山
川
に
来
て
、

げ
ん
し
ょ
う
に
ん
じ
ん
ぷ
つ

口
源
上
人
な
る
人
物
が
、

さ
ん
ぞ
ん
こ
ん
た
い
だ
い
に
ち
に
ょ
ら
い
ち
ょ
う
し

9

つ
や
げ
ん
ぽ
り
ぼ
ん
じ

三
尊
・
金
胎
大
日
如
来
と
を
彫
出
し
た
薬
研
彫
の
梵
字

き
ざ

子
）
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

め
い
ぶ
ん

銘
文
に
よ
れ
ば
、

せ
ん

f
}く
じ
だ
い

戦
国
時
代

し
ょ
う
り
ゅ
．
つ
じ
ほ
う
じ
ゅ
つ
き
か
く
ち

Q
．
っ
せ
き
と
う
ば

正
龍
寺
宝
珠
付
角
柱
石
塔
婆
に
は
、

あ
み
だ
さ
ん
ぞ
ん
し
ゃ
か

阿
弥
陀
三
尊
・
釈
迦

し
ゅ

（
種

町
指
輝

有
形
文
化
且

（
指
定
昭
和
四
十
九
年
七
月
十
六
日
）

し
ょ
う
り
ゅ
う
じ
ほ
う
じ
ゅ
つ
き
か
く
ち
ゅ
う
せ
き
と
う
ば

正
龍
寺
宝
珠
付
角
柱
石
塔
婆
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三
、
銘

•
W刀
｀

予
｀.Ja‘ 

（
第
一
面
）

（
第
二
面
）

（
第
三
面
）

気
5

屋舎大旦那池田隼人助夫婦い
ヽ祢

l(: ~l 
奉

永唱嘗
禄満所
十六三
年字七
丁名日
卯号逗
七一留
月十中
日洛諸

冒叉衆？遍結
國縁
口畢
源
上
人
敬
白

文

四
面
に
銘
あ
る
。

二
、
形
状

高
一
六
四
・
五
。
宝
珠
の
一
部
を
少
欠
し
ほ
ぼ
完
形
。

山
川
町
福
元
（
山
下
）
正
龍
寺
墓
地

正
龍
寺
宝
珠
付
角
柱
石
塔
婆
銘
文
等

一
、
所
在
地 :
 

ア
ー
ン
ク

(
a
m
\
:
l
)
胎
蔵
界
大
日
如
来

（
第
四
面
） ア

ン

(ai:n) 

普
賢
菩
薩

バ
ク

(
b
h
a
l
)釈
迦
如
来

マ
ン

(
m
a
l
)
l
)
文
珠
菩
薩

（
第
三
面
）

‘
、
ヽ
ー
ン
ク

ノ

(
V百
1
)
1
Q
)
金
剛
界
大
日
如
来

（
第
二
面
） サ

ク

(
sal
;
)
 

勢
至
菩
薩

キ
リ
ー
ク

(
h
r
1
"
\
:
1
)

阿
弥
陀
如
来

0
種
子
は

な
）
く
し
ゃ
）
上
人
（
し
ょ
う
に
ん
）

旦
那
（
だ
ん

結
縁
（
け
ち
え
ん
）

六
字
名
号
（
ろ
く
じ
み
ょ
う
ご
う
）

0
唱
満
（
し
ょ
う
ま
ん
）

（
第
一
面
）

サ

(
s
a
)

諸
衆
（
し
ょ
し
ゅ
う
）

屋
舎
（
お
く
し
ゃ
）

観
音
菩
薩

逗
留
（
と
う
り
ゅ
う
）

森
ウ

塔
婆
之
旦
那
納
屋
与
栄
左
衛
門
允

□

（
第
四
面
）

洛
叉
（
ら
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板碑附近の地図

国道 226 号

成川生活改善センター

三

な
り
か
わ
い
た
ひ
た
か
だ
い

成
川
板
碑
の
あ
る
高
台
は
、

あ
と
っ
た

の
跡
と
伝
え
ら
れ
、

な
お
、

ば
り

「
か
ら
堀
」

あ
と

の
跡
が
の
こ
さ
れ
て
い
ま
す
。

め
い
ぷ
，
＾

銘
文
に
よ
り
ま
す
と
、

六
年
約
四
一

が
た型

で
す
が
、

0
年
前
）

か
ん
の
う
れ
い
じ
ょ
う
じ
ゅ
人
れ
い
り
か
い

観
音
の
霊
場
を
巡
礼
し
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
ま
す
゜

き
ょ
ぜ
ん

f
一
く
よ

拠
の
戦
国
の
世
に
、

遠
く
近
畿
地
方
に
ま
で
巡
礼
し
た
政
成

し
ん
こ
う
ふ
か

の
信
仰
の
深
さ
が
し
の
ば
れ
ま
す
。

と
う
ち
ほ
う
じ
だ
い
い
た
ひ

当
地
方
に
お
け
る
こ
の
時
代
の
板
碑
は
、

こ
れ
は
、

な
り

誓
繹
贔
成

に
い
ど
ん

「
西
殿
」

J II 名

な
る
か
わ
お
さ
か
ま
だ
し
き
ょ
じ
ょ
う

鳴
河
を
治
め
た
鎌
田
氏
居
城

ょ

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
゜

か
ま
だ
ま
ざ
な
り

嫌
田
政
成
が
、

ぜ
ん

f
一
（
じ
だ
い
て
ん
し
ょ
う

戦
国
時
代
・
天
正
四
年
（
一
五
七

さ
い

f
-（
か
し
ょ

西
国
二
十
三
ケ
所
の

か
ん
と
う
い
た
ひ
に
う
す
が
た

関
東
の
板
碑
に
よ
く
似
て
薄
型
で
す
゜

と
う
じ
し
ん
こ
う
じ
ょ
う
き
ょ
ぅ
ぞ
う
け
い
け
ん
き
ゅ
う
じ
ざ
っ
き
ち
ょ
う
し
り
ょ
う

当
時
の
信
仰
の
状
況
と
造
型
の
研
究
上
貴
重
な
資
料
で
す
゜

（
指
定
昭
和
四
十
九
年
七
月
十
六
）

板位

碑ひ

い
ま今

も

ぐ
ん
ゆ
う
か
つ

群
雄
割

か
く
ち

e
．
っ

ほ
と
ん
ど
角
柱
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西
国
三
十
三
所
近
畿
地
方
を
中
心
に
点
在
し
て
い
る
三
十
三
か
所
の

観
音
を
巡
礼
す
る
霊
場
の
こ
と
。
観
音
を
ま
つ
っ
て
あ
る
霊
場
ご
と
に
巡
礼

ふ
だ
し
ょ

札
を
納
め
る
の
で
一
二
十
三
所
札
所
，
西
国
札
所
と
も
い
い
、
西
国
三
十
一
二
観

音
と
も
い
う
。
―
―
-
＋
―
―
一
と
い
う
数
字
は
観
音
の
一
二
十
三
身
説
に
も
と
づ
い
て

名
づ
け
ら
れ
た
。

観
音
信
仰
が
平
安
時
代
末
か
ら
民
間
信
仰
の
な
か
で
大
き
な
位
置
を
占
め

る
よ
う
に
な
っ
て
以
来
、
霊
場
巡
礼
が
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
室
町
時

代
か
ら
は
一
般
人
の
巡
礼
が
盛
ん
に
な
っ
た
。
し
か
し
当
時
は
ま
だ
霊
場
の

順
位
も
場
所
も
一
定
し
て
お
ら
ず
、
江
戸
時
代
に
な
っ
て
ほ
ぼ
一
定
し
た
。

は
廿長
谷
寺
の
開
祖
と
い
わ
れ
る
徳
道
が
広
め
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
巡
礼

か
ざ
ん

は
盛
ん
に
な
ら
な
か
っ
た
。
二
七

0
年
ほ
ど
の
ち
に
な
っ
て
花
山
上
皇
が
巡

礼
さ
れ
て
か
ら
、
し
だ
い
に
隆
盛
に
な
っ
た
と
い
う
。
各
霊
場
に
は
一
首
ず

つ
御
詠
歌
が
あ
っ
て
、
巡
礼
者
は
そ
れ
を
唱
え
、
信
心
を
奮
い
起
こ
す
助
け

と
し
た
。

ふ
だ
ら
く

第
一
番
の
那
智
山
は
日
本
に
お
け
る
普
陀
落
信
仰
の
中
心
で
あ
り
、
経
塚

の
発
掘
物
も
多
く
、
第
一
番
に
定
着
し
た
理
由
も
う
な
ず
け
る
。
第
五
番
葛

井
寺
の
本
尊
、
千
手
千
眼
観
音
は
木
心
乾
漆
像
で
、
天
平
時
代
末
の
国
宝
と

っ
ぽ
さ
か

し
て
著
名
。
第
六
番
壺
坂
寺
は
『
壺
坂
霊
険
記
』
で
知
ら
れ
、
第
八
番
長
谷

ぷ
ざ
ん

寺
は
真
言
宗
豊
山
派
の
総
本
山
と
し
て
、
文
化
財
を
数
多
く
有
し
、
花
の
寺

と
し
て
有
名
で
あ
り
、
同
寺
の
徳
道
が
西
国
一
―
―
十
三
ケ
所
の
開
祖
と
も
い
わ

``]

万
有
百
科
大
辞
典

ま
す
ま
す
観
音
信
仰
は
民
間
に
ひ
ろ
ま
っ
た
。

八
石
上
善
応
＞゜

哲
学
宗
教
編
p
2
1

れ
る
こ
と
か
ら
、
第
一
番
の
霊
場
と
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

第
十
三
番
石
山
寺
は
紫
式
部
を
は
じ
め
と
す
る
文
学
作
品
と
密
接
な
関
連

お
ん
じ
そ
う

を
持
ち
、
第
十
四
番
園
城
寺
は
一
二
井
寺
の
晩
鐘
と
し
て
三
名
鐘
の
一
っ
と
さ

れ
、
大
江
八
景
に
も
数
え
ら
れ
る
景
勝
の
地
で
あ
る
。

第
十
六
番
清
水
寺
は
「
清
水
の
舞
台
か
ら
飛
び
降
り
る
」
と
い
う
よ
う
に

ろ
く
は
ら
み
つ
じ

舞
台
造
と
し
て
し
ら
れ
、
第
十
七
番
の
六
波
羅
密
寺
の
空
也
像
は
肖
像
彫
刻

が
ん
け
い

の
代
表
と
し
て
有
名
。
番
外
に
発
起
院
、
元
慶
寺
、
花
山
院
が
あ
り
、
徳
道

ば
ん
ど
う

や
花
山
上
皇
ゆ
か
り
の
寺
で
あ
る
。
そ
の
後
、
関
東
に
は
坂
東
三
十
三
所
、

秩
父
三
十
三
所
（
実
際
は
三
十
四
所
）
が
で
き
、
全
国
百
箇
所
観
音
と
な
り

日

.• 

平

洋
。 50km
'I  

数字は下表の礼所の順位を示す
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田の神石像附近の地図

←下原へ

←大山へ
道
↓

県
山川へ→

像予 れ 事じる 子こて 押,e,, し一 下しの~

の 均！た 業}田たふ し‘ 短緊ば 百 原＇出→ 有町る し一

南t 整内も を 仕しう ま し) れ 十 の の 屡指
限1 の の お 事；＇の す 上；ま 年 二 1こ田た 化
を と で

｀ブ 姿〗物嘉 ゜ 着ぎす を 才せの 財定し一

示迄れ し な の を 右t に ゜ ヘ 中 f 神変
す た よ つ 田たの 手て夕 て が 像 t 田た
も 安？う た の せ に ス

ヽ

造 t は
の 定ド ゜ 時；神変て は キ シ 立！

ヽ

の
と 感: の 像 t い ヽ を キ し 明唸

し の 水］で ま 小喜か を た 和ゎ ~ 

神Eて あ 田ズす す さ け か も 八 指

_m. 貝きる 稲盆 0 

゜ な ヽ

む の 年
定

重1~ 作？お 薩図メ 下と つ で 昭 石；
ぅ '---

な の の そ 摩まシ 着ぎ た す 和
も 像 t 守しら 地ちゲ は 表？ ゜ 七 五 像 t
の は 護こ・ く 方り ヽ 裁だ 情[ 七 十

' で 神と ヽ

に 左g 着っ が /、

す 古委 と 成合多 手てけ 年
年

゜ し) し JI It < に 袴ゲ か ヽ
十
月

田た て の み は を す に ' ノヽ

の 作？開内ら ヽ

つ か 成ぢ 日
神変 ら 田ぇれ 団 f け に JI I ぢ
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0
所
在
地

ど
の
大
工
事
に
よ
っ
て
大
き
な
水
田
が
次
々
と
生
ま
れ
て
で
き
た
。
田
の

「
田
の
神
」

田
の
神
石
像
は
、
南
九
州
以
外
の
地
方
で
は
み
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

鹿
児
島
県
と
宮
崎
県
の
旧
薩
摩
藩
領
内
だ
け
に
分
布
し
て
い
る
。

十
八
世
紀
初
頭
か
ら
作
ら
れ
初
め
、
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
の
初
め

ま
で
は
特
に
本
格
的
な
制
作
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

薩
摩
で
は
十
七
世
紀
の
終
わ
り
か
ら
十
八
世
紀
の
初
め
に
か
け
て
、
本

格
的
な
開
田
事
業
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
。
漕
漑
用
水
路
•
井
堰
・
溜
池
な

神
石
像
は
そ
う
し
た
時
代
に
そ
の
水
田
稲
作
の
守
護
神
と
し
て
作
ら
れ
始

め
た
と
考
え
ら
れ
る
。

田
の
神
石
像
は
初
め
仏
像
・
神
像
と
し
て
出
発
し
、
時
代
と
共
に
多
く

の
変
化
を
生
ん
だ
と
思
わ
れ
る
。

二
．
下
原
の

「
田
の
神
」
石
像
概
要

山
川
町
成
川
下
原

こ
こ
に
「
田
の
神
」
石
像
二
体
が
並
立
し
て
い
る
が
今

回
対
象
と
し
て
い
る
の
は
右
側
の
石
像
で
あ
る
。

` 
石
像

て
い
る
。

0
造
立
年
代

三
．
考

三
月
吉

三
四
郎

山
川
町
特
産
の
山
川
石
（
凝
灰
質
安
山
岩
）
で
作
ら
れ
て
い
る
。
山
川

石
の
特
徴
は
明
る
い
黄
色
で
あ
る
こ
と
と
、
軟
質
で
刻
み
安
い
こ
と
、
そ

し
て
刻
ん
だ
表
面
が
硬
化
し
て
風
化
し
に
く
く
な
る
こ
と
で
あ
る
。
田
の

神
の
石
と
し
て
は
倒
し
た
り
、
ぶ
っ
つ
け
た
り
の
損
傷
が
つ
き
易
い
の
が

欠
点
だ
が
，
色
が
美
し
い
の
で
指
宿
山
川
地
方
に
は
山
川
石
の
田
の
神
が

三
十
体
ほ
ど
あ
り
、
下
原
の
田
の
神
は
そ
の
代
表
作
で
あ
る
。

シ
キ
を
被
っ
た
顔
の
表
情
は
、
ま
だ
少
々
残
っ
て
い
る
。
短
い
袖
の
上

着
に
タ
ス
キ
を
掛
け
て
お
り
、
下
衣
は
裁
着
け
袴
の
大
き
い
も
の
を
つ
け

右
手
に
は
小
さ
い
メ
シ
ゲ
、
左
手
に
は
団
子
ふ
う
の
も
の
を
の
せ
て
い

る
。
均
整
の
と
れ
た
安
定
感
の
あ
る
姿
勢
で
、
損
傷
を
受
け
る
前
の
立
派

察

明
和
八
年

手

作
之

ニ
オ
中

井八
十
二川

山

下
原

前
薗
口

0
刻
銘
背
後
の
支
え
石
上
胴
部
に
あ
り

明
和
八
年
（
一
七
七
一
年
）

0
材
質
山
川
石

0
管
理
者
入
佐
カ
エ
ノ
（
成
川
九
三
七
）
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四
下
原
の

「
田
の
神
」
石
像
の
原
状

85cm 

重
朗
著

さ
が
し
の
ば
れ
る
。
薩
摩
半
島
の
先
に
は
田
の
神
の
数
は
極
め
て
少
な
い
。

田
の
神
文
化
が
南
の
端
に
は
充
分
ゆ
き
わ
た
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
。
こ
の
田
の
神
は
古
い
田
の
神
の
南
限
で
あ
る
。

参
考
文
献
「
タ
ノ
カ
ン
サ
ア
百
体
」
小
野

46cm - > 
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地頭仮屋跡石塀附近の地図

園薬川
〇

山

〗
-
口

防
所
〇
遺

消
分

圧
頭
跡
塀

堪
地
仮
石

• 町役場

゜

と 初しせ た あ か ぁ れ ど 仮含
変2 年だん 現1 つ た さ 曖：、て つ 地じ屋,, こ 1;; 遷t に が 在〖て り ど

は,, ぃ て 頭ぢ時じこ
を 地じ ヽ

し‘ つ
ヽ

ま し‘ 仮ち＇代召町； 化
ヘ 頭§東急北；ま ま て 郷t し た 屋べ，の 役？ 財定

て 職と側¢側¢し た し‘ 士した 役？と も 場'"
今ぇ制内と と た 組i ま 年 t ゜ 所：は の 庁； 地じ
日はが 西t 南玄 ゜ 頭¢し 寄； で

ヽ

で 企ロ しや

に 廃 l~ 側¢側¢ は た と す 江ぇす を 頭§

し‘ 止しは は ヽ

゜ も 0 ぁ 戸-- ど ゜ と 仮芍
た さ 大召 ヽ 郷~ 横をよ 曖；時じ り ヽ

つ れ 部ぷほ 士し目めば . し‘代召 か 指 屋ゃ

て て 分；と の は れ 横さに ~ 定
跡念'-

し‘ か が ん 指し諸し ヽ 目め山；’ ん
閏ま ら 残？ど 導§務む郷t /Iii で 石r

す は つ 原1 と 取合内？ 組i 郷；• し] 五 塀g

゜
ヽ

て 形/; 仮な次；全{ 頭r の る 十
9 ・

軍 t い を 屋ゃ ヽ 般梵 の 政内 石t ／、

政内ま 留を の 検t の 三t 治じ 塀： 干
所しす め 警R 察ご政内 役？を は

月『
゜ て 備ぴ訴そ務む が つ

ヽ

/、

学を明？い に 訟〗を お か 地じ 日
校；治じま あ に つ か さ 頭§ ヽ
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組
頭
は
郷
士
を
数
組
に
分
け
て
そ
の
頭
役
で
あ
る
が
、
郷
士
教
導
と

仮
屋
の
警
備
に
当
っ
た
。

右
―
―
一
役
の
下
に
郡
見
廻
（
農
事
の
監
督
指
導
お
よ
び
夫
役
の
事
を
掌

る
）
、
竹
木
見
廻
（
竹
木
の
植
栽
や
保
護
の
監
督
）
、
山
見
廻
、
栢
椿

横
目
は
諸
務
取
次
お
よ
び
検
察
訴
訟
の
事
に
当
っ
た
。

曖
（
郷
士
年
寄
）
は
郷
内
全
般
の
政
務
を
掌
り
代
々
数
名
が
任
命
さ

れ
た
が
、
山
川
郷
は
初
代
か
ら
三
代
ま
で
は
一
名
、

乃
至
四
名
が
任
命
さ
れ
て
い
る
。

四
代
目
か
ら
一
―
名

地
頭
仮
屋
に
曖
（
郷
士
年
寄
）
横
目
、
組
頭
の
三
役
を
置
く
。

て
い
る
。

島
津
家
十
七
代
の
義
久
に
つ
い
て
次
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
記
さ
れ

し
て
農
耕
に
よ
る
自
活
を
さ
せ
た
。

天
正
二
十
年
（
一
五
九
―
-
）
山
川
郷
福
元
に
麓
を
置
き
地
頭
仮
屋
を
設

け
地
頭
を
置
く
。

戸
）
の
外
の
士
族
は
、
す
べ
て
外
城
の
麓
に
居
住
さ
せ
て
郷
士
と

鹿
児
島
城
下
五
千
の
士
族
（
薩
摩
藩
士
族
総
戸
数
約
四
万
六
千

と
い
う
武
士
集
落
を
作
っ
て
そ
の
地
域
の
行
政
を
管
轄
さ
せ
、

天
正
―
―
十
年
（
一
五
九
―
-
）
指
宿
郷
の
管
轄
で
あ
っ
た
山
川
村
成
川

村
の
ニ
ヶ
村
を
分
割
し
て
一
郷
と
な
し
新
た
に
山
川
郷
を
創
設
す
る
。

正
保
四
年
（
一
六
四
七
）
大
山
村
を
頴
娃
郷
よ
り
山
川
郷
に
編
人
す
る
。

慶
安
―
二
年
（
一
六
五
0
)
岡
児
ヶ
水
村
を
頴
娃
郷
よ
り
山
川
郷
に
編
人

す
る
。

-
．
山
川
郷
の
創
設
:
 

見
廻
（
析
や
椿
の
植
栽
の
指
導
監
督
）
、
道
見
廻
、
立
山
見
廻
、
溝
見

廻
、
神
事
見
廻
、
高
張
方
、

配
さ
せ
た
（
山
川
郷
史
）
。

〔
註
〕
田
外
城
制
度

口
事
聞
役
、
捕
締
方
、
津
口
番
役
、
浦
主

取
、
船
大
工
主
取
、
鍛
冶
主
取
、
衆
中
触
役
、
唐
船
通
事
、
番
所
在
番

役
等
が
あ
り
、
ま
た
郷
士
中
か
ら
庄
屋
、
浦
役
を
選
ん
で
村
や
浦
を
支

寛
永
十
六
年
（
一
六
三
九
）
の
調
査
に
依
れ
ば
、
薩
摩
藩
を
一

―
―
―
―
の
区
画
に
割
り
そ
れ
ぞ
れ
地
頭
仮
屋
を
設
け
そ
の
周
囲
に
麓

朝
事
あ
る
と
き
は
そ
の
ま
ま
麓
の
郷
士
で
軍
団
を
形
成
し
て
そ
れ

ぞ
れ
の
地
頭
の
指
揮
に
し
た
が
う
仕
組
で
あ
る
。

こ
れ
ら
一
―
三
の
外
城
に
対
し
て
藩
主
の
居
城
は
慶
長
七
年
（

一
六
o
-
―
)
以
降
は
鹿
児
島
の
鶴
丸
城
に
定
ま
っ
た
が
、
こ
れ
は

「
館
造
り
」
で
、
天
守
な
ど
と
い
う
も
の
も
な
い
極
め
て
小
規
模

な
も
の
で
あ
っ
た
。

（
薩
摩
旧
伝
集
）

「
あ
る
と
き
龍
伯
公
御
側
の
集
へ
仰
せ
ら
れ
候
う
は
、
城
は
い

ら
ぬ
者
也
、
尤
塀
堀
等
は
之
無
候
と
も
事
か
か
ぬ
也
、
士
ほ
ど
よ
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旧
称
に
復
し
た
。

（
原
口
虎
雄

鹿
児
島
県
の
歴
史
）

(5) 

同
二
十
年
(
-
八
九
七
）

命と
な
し
新
た
に
指
宿
郡
長
を
任

指
宿
、
頴
娃
、
山
川
、
今
和
泉
、

喜
入
の
五
ケ
郷
を
も
っ
て
一
郡

置
く
知
覧
（
給
黎
郡
）
に
郡
役
所
を

任
命

寄
と
改
称
さ
れ
た
。
慶
応
元
年
(
-
八
六
三
）
に
は
、
再
び
曖
の

(4) (3) 

^ ノヽ

ヽ

同同
十
二
年
(
-
八
七
九
）

外
城
の
首
長
の
名
称
は
天
正
―
―
十
年
（
一
五
九
二
）
以
来
「
曖

（
あ
つ
か
い
）
」
と
称
し
、
天
明
一
―
一
年
（
一
七
八
―
―
-
）
に
郷
士
年

同

九
年
(
-
八
七
六
）

（
山
川
郷
士
史
、
昭
和
五
十
五
年
三
月
号
歴
史
手
帖
所
蔵
の
原

口
虎
雄
氏
”
薩
摩
外
城
制
度
と
麓
“
)

〔
註
〕
②

曖
（
あ
つ
か
い
）
の
名
称
の
変
遷

山
川
郷
郡
治
所
設
置

喜
人
、
今
和
泉
、
指
宿
、
山
川

頴
娃
，
知
覧
、
南
方
、
勝
目
の

今
和
泉
指
宿
山
川
区
長
に
任
命

給
黎
指
宿
頴
娃
川
辺
郡
の
郡
長

六
年
(
-
八
七
三
）

一
月
右
大
区
長
に
改
称

八
郷
を
管
轄

揮
を
仰
ぐ
よ
う
に
な
っ
た
。

重
要
事
項
の
裁
断
に
つ
い
て
は
郷
役
人
が
城
下
に
出
て
地
頭
の
指

（
口
）
同
五
年
(
-
八
七
二
）

一
月
郡
長
に
任
命

き
堀
は
之
無
候
と
御
意
遊
ば
さ
れ
候
」

天
明
三
年
（
一
七
八
―
-
）
外
城
は
「
郷
」
と
改
称
し
、
郷
士
は

外
城
衆
中
（
山
川
衆
中
）
と
唱
え
た
。
外
城
は
軍
事
目
的
か
ら
だ

ん
だ
ん
行
政
目
的
に
移
行
し
て
行
っ
た
が
、
地
頭
も
寛
永
以
後
（

一
六
二
四
ー
）
は
「
掛
持
地
頭
」
と
い
っ
て
数
郷
を
掛
持
ち
し
て

城
下
に
常
駐
し
，
任
期
中
に
せ
い
ぜ
い
一
回
ぐ
ら
い
任
地
に
足
を

ふ
み
入
れ
れ
ば
良
い
こ
と
に
な
り
、
郷
政
は
郷
役
人
に
任
せ
ら
れ
、

｀
ヽ

2
 

9

,

 

（
イ
）
明
治
四
年
(
-
八
七
一
）
七
月

五
十
一
代
椎
原
孝
助
在
任
中

て
い
る
。

二
．
山
川
地
頭
制
度
の
変
遷

変
更
地
頭
職
廃
止

廃
藩
置
県
に
よ
り
郡
県
制
度
に

田
地
頭
職
は
初
代
鎌
田
寛
柄
か
ら
五
十
一
代
椎
原
孝
助
ま
で
任
命
さ
れ
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⑥
同
二
十
二
年
(
-
八
八
九
）

⑤
同

二
十
年
(
-
八
八
七
）

④
同
十
一
年
(
-
八
七
八
）

③
同

②
同

田
明
治

五
年
(
-
八
七
二
）

四
年
(
-
八
七
一
）

三
年
(
-
八
六
九
）

三
．
地
頭
仮
屋
跡
使
用
の
推
移

⑥
大
正
十
五
年
(
-
九
二
六
）

市
町
村
自
治
制
施
行
（
山
川
郷

を
山
川
村
と
改
称
、
福
元
、
成

山
川
小
学
校
を
山
川
尋
常
小
学

校
と
改
称

山
川
郷
学
校
を
山
川
小
学
校
と

改
称

戸
長
副
戸
長
制
施
行

(16) (15) (14) (13) 。2)

同
二
十
一
年
(
-
九
四
六
）

同
二
十
八
年
(
-
九
五
三
）

同
三
十
一
年
(
-
九
五
六
）

同 同

廃
藩
置
県
に
よ
り
郡
県
制
施
行

地
頭
職
廃
止

山
川
郷
郡
治
所
設
置

郷
常
備
隊
解
散

地
頭
仮
屋
を
軍
政
所
と
改
む

山
川
郷
学
校
（
士
族
の
子
弟
）

創
立

⑪
昭
和

三
年
(
-
九
二
八
）

郷
常
備
隊
編
成

五
年
(
-
九
三
0
)

二
十
年
(
-
九
四
五
）

(10) 

曖
、
横
目
、
組
頭
の
職
制
廃
止

同
四
十
二
年
(
-
九
0
九
）

(9) (8) 

三
十
年
(
-
八
九
七
）

同
三
十
四
年
(
-
九

0
I

)

 

同

（
山
川
郷
土
史
、
山
川
町
史
）

郡
役
所
廃
止

指
宿
宮
ヶ
浜
に
郡
役
所
を
置
く

⑦
同
二
十
四
年
(
-
八
九
一
）

（
山
川
郷
土
史
，
山
川
町
史

ー
ト
竣
工
）

山
川
町
庁
舎
（
鉄
筋
コ
ン
ク
リ

山
川
尋
常
小
学
校
を
山
川
尋
常

高
等
小
学
校
と
改
称

山
川
高
等
小
学
校
創
立

山
川
尋
常
高
等
小
学
校
を
薬
草

園
跡
に
移
転

山
川
高
等
小
学
校
を
山
川
尋
常

高
等
小
学
校
と
合
併
、
高
等
科

は
地
頭
仮
屋
跡
に
残
す

在
地
（
地
頭
仮
屋
跡
）
に
移
転

高
等
科
も
薬
草
園
跡
の
尋
常
高

等
小
学
校
に
移
転

町
制
施
行
＇
（
一
月
一
日
）

山
川
町
庁
舎
戦
災
に
よ
り
焼
失

山
川
町
庁
舎
再
建

町
議
会
議
事
堂
竣
工

山
川
村
庁
舎
を
現
消
防
分
遣
所

南
隣
駐
車
場
か
ら
現
町
庁
舎
所

川
、
大
山
、
岡
児
ヶ
水
の
四
区

を
置
く
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地
頭
仮
屋
跡
に
は
、
現
在
、
町
役
場
庁
舎
が
建
っ
て
い
る
。
地
頭
仮
屋

の
石
塀
は
北
側
と
南
側
は
殆
ど
原
形
を
留
め
て
い
な
い
が
、
東
側
と
西
側

は
大
部
分
が
残
っ
て
い
る
。

山
川
石
の
石
塀
に
囲
ま
れ
た
町
庁
舎
の
敷
地
は
一
八
七
．

思
わ
れ
る
。

四
、
地
頭
仮
屋
跡
の
現
状

歴
史
）

九
―
一
平
方
米

で
あ
る
。
役
場
の
裏
の
内
庭
に
山
川
石
の
手
洗
鉢
（
高
さ
九
八cm直
径
四

四

c
r
n
)
が
一
甚
残
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
地
頭
仮
屋
時
代
か
ら
の
も
の
と

I o. 5 I 

o;o 
Eｷo 

工l.o 

゜

0
.
8
 

原
口
虎
雄
著
鹿
児
島
県
の

五
．
石
塀
断
面
図
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六
．

ト— I ◄.6 A•————l 

中央通線

26.2M r---u•~ >

地
頭
仮
屋
跡
平
面
図

黄
櫨
馬
場
通
線
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成川十一面観音座像及び石殿附近の地図

ろ
で
す
゜

め
い
ぷ
ん
か
い
ど
<

銘
文
の
解
読
と
と
も
に
、

あ
き明

ら
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
ん

f
一
け
ん
怠
―
つ

今
後
の
研
究
が
ま
た
れ
る
と
こ

な
お
、

か

を
欠
い
て
い
ま
す
゜

ろ
く

r

禄
』

ほ

な
ぜ
こ
の
よ
う
に
彫
ら
れ
て
い
る
の
か

の

は
禄
の

み
ず

「
水
」

ぞ
う
た
か
や
く

像
の
高
さ
は
約
三
十
八

e
mで
、
り
ょ
う
て
れ
ん
げ
も

両
手
に
そ
れ
ぞ
れ
蓮
華
を
持

が
あ
り
ま
す
゜

た
か
や
く
は
ば
や
く

（
板
石
の
高
さ
約
四
十
三

C
m幅
約
三
十

C
m
)

す
゜か

ん
の
人

観
音
は
、

板
石
に
薄
肉
彫
で
ほ
ら
れ
て
お
り
、

ひ
打
わ
き
め
い

左
脇
に
銘

せ
き
で
ん
な
か
ぷ

r

ぞ
う
芍
う
し
ゅ
つ

の
石
殿
の
中
に
は
仏
像
を
彫
出
し
た
板
石
を
お
さ
め
て
い
ま

た
か
や
く

高
さ
約
百
四

e
m、

や
ね
し
ょ
う
め
ん
の
き
め
い

屋
根
の
正
面
と
軒
に
銘
が
あ
り
ま
す
゜

こ

か
ま
だ
ま
さ
な
り
ぞ
う
り
心
・
つ

前
）
鎌
田
政
成
に
よ
っ
て
造
立
さ
れ
ま
し
た
。

す
ぎ
こ
だ
ち
な
か
た
せ
き
で
人

杉
木
立
の
中
に
ひ
っ
そ
り
と
立
っ
て
い
る
こ
の
石
殿
は
、

か
ん
の
ん
お
よ
せ
き
で
ん
え
い
ろ
く

こ
の
観
音
及
び
石
殿
は
永
禄
九
年

町
指
定

有
形
文
化
財

（
指
定

（
一
五
六
六
年
四
二
0
年

昭
和
六
十
年
十
月
二
十
四
日
）

な
り
か
わ
め
ん
か
ん
の
ん
ざ
ぞ
う
せ
き
で
ん

成
川
十
一
面
観
音
座
像
及
び
石
殿

っ
て
お
ら
れ
ま
す
゜

い
た
い
し
め
い

板
石
の
銘

え
い
ろ
く

「
永
禄
」
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三
、
形

9

,

 

ー9
,
 

石
殿

0
セ
ン
チ
）
を
設
け
る
。

は
八

O
S
九
．
〇
セ
ン
チ
軒
裏
に
一
重
の
裡
型
（
厚
み

八

0
セ
ン
チ
、
奥
行
五
0
.
0
セ
ン
チ
で
、
軒
口
の
厚
み

寄
棟
造
り
の
屋
根
は
高
さ
四

0
セ
ン
チ
、
最
大
幅
六

五
セ
ン
チ
彫
り
窪
め
て
、
仏
像
板
石
を
立
て
る
。

石
の
厚
み
は
六

0
セ
ン
チ
、
石
室
の
中
に
基
礎
石
を

（
内
部
三
．
一
―-Oセ
ン
チ
S

三
四
．
0
セ
ン
チ
）
周
囲
の
板

セ
ン
チ
（
内
部
三
九
．
五
セ
ン
チ
）
奥
行
三
八
．
〇
セ
ン
チ

石
室
の
高
さ
は
中
央
で
四
二
．
五
セ
ン
チ
、
幅
四
八
．
八

（軒横書） 十一面

に
扇
形
の
板
石
を
は
め
る
。

分
は
側
壁
（
左
右
と
後
面
）
を
三
個
の
板
石
で
囲
い
、
正
面

奥
行
は
後
部
が
崖
に
埋
ま
っ
て
計
測
で
き
な
い
。
石
室
の
部

基
礎
の
高
さ
二
0
.
0
セ
ン
チ
、
幅
六
九

0センチ、

永之ー東法藤奉

禄時日善名原十

九成三坊松朝一

丙川度三月臣面
ツ

寅―＾子̀ 中 ‘七宗鎌観
ニ門瀧日鶴田音

月水被此居但建

朔懸祈令士馬立

日候成瀧 守願

也就籠 主

（仏像板石）千時永戸

に
仏
像
板
石
を
納
め
る
。

が
あ
る
。
基
礎
、
石
室
、
屋
根
よ
り
構
成
さ
れ
、
石
室
の
中

四
、
銘

文
（
屋
根
）

高
一
0
四
．
五
セ
ン
チ
、
完
形
。
屋
根
の
正
面
と
軒
に
銘

な
ぜ
こ
の
よ
う
に
彫
ら
れ
た
の
か
詳
ら
か
で
な
い
。

状

板
石
の
銘
「
永
禄
」

の
『
永
戸
』
は
「
水
」
を
欠
く
が
、

二
、
土
地
所
有
者

谷
口
隆
山
川
町
成
川
九
八
六

彫
刻
の
手
法
は
素
朴
で
あ
る
。

一
、
所
在
地
山
川
成
川
大
坪
一

0
一
六
の

に
、
像
高
三
八
·
o
セ
ン
チ
の
両
手
に
夫
々
蓮
華
を
持
ち
‘

0
セ
ン
チ
、
中
央

:
 

チ
、
下
三
一
．
七
セ
ン
チ
、
厚
さ
一
四

板
石
は
高
さ
四
三
．
五
セ
ン
チ
、
幅
は
上
―
一
九
．
〇
セ
ン

②
十
一
面
観
世
音
座
像
、
板
石
の
薄
肉
彫
で
左
脇
に
銘
が
あ
る
。
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こ
も
ら
し
め
、
法
名
松
月
宗
鶴
居
士
、
東
善
坊
を
し
て
三
・
七
日
こ
の
瀧
に

三
度
づ
つ
瀧
に
祈
ら
る
。
成
就
の
時
、
成
川
中

永
禄
九
丙
寅
三
月
朔
日
」
と
な
る
。

門
に
水
か
か
り
候
な
り
゜

一
日

但
馬
守
、

銘
文
を
訓
読
す
れ
ば
，

七
、
参

考

値
が
き
わ
め
て
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

（
一
五
六
六
）

「
十
一
面
観
音
を
建
立
し
奉
る
。
願
主
は
鎌
田

し
か
も
ほ
ぽ
完
存
し
て
い
る
。
こ
れ
は
山
川
町
の
歴
史
資
料
と
し
て
の
価

な
お
こ
の
十
一
面
観
世
音
座
像
並
び
に
石
殿
は
、
先
に
町
文
化
財
に
指

定
さ
れ
た
成
川
板
碑
よ
り
十
年
前
に
、
同
一
人
物
に
よ
り
造
立
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。

こ
の
十
一
面
観
世
音
の
石
殿
並
び
に
座
像
は
、
中
世
の
作
例
で
あ
り
、

六
、
考

察

五
、
俗

称

タ
ッ
ノ
カ
ン
サ
ア
、

ハ
ノ
カ
ン
サ
ア

十一面観世音石毀

ー 35-



前田利右衛門墓石附近の地図

＠前田利右衛門墓石

料〗に 木き す り に は に

で
ヽ 両〗ま が そ 食〗植ぅじ 前｛造？こ 有町

す 両〗家It た
ヽ

の 用 t え め 田だ立〗の 形
文指

゜ 家"に 墓ぼ的功；と つ て-利りさ 蒐ぽ 化

と よ 石：残竺績：し け 甘？右ぅれ 石： 財定

利りる の さ を て ま 藷: 衛ぇま は

右ぅ頌: か れ し 夕夕ぉぉ し の 門 i し
ヽ ...... 月 IJーぇま

衛ぇ徳もた て の < た 種たは た 舌了 ? ぅ 田だ
門 i 碑ひわ し‘ び の ゜ 子ね宝！ ゜ 保ほ 指

と も ら る
ヽ 飢きそ 芋；永§ 四 • 疋 利り

の 利りに も 多: 餓がの を 年 右ぅ
関 t 右ぅ設t の < を 後こ・内各年 昭 衛ぇ
連: 衛ぇ韻ちは の 救t

ヽ 地ちヘ 和

を 門 i さ
.,,. 

人 し) し に 七 9 ・ 門？
'----

七
/、

し の れ の が ま だ も 十 墓ぼ
の 事じて 墓ま剛し し‘ た

゜
九 年 石t

ば 跡t い 石: 査さた に ら 五 年
十

せ を る だ 研見 ゜ 国：し 年
七 月

ヽ

る 知し河；け 心九匂ぅ 内名 ヽ ヽ

゜大ドる 野ので に に 岡累琉] 年 + 
切〗と す 訪名 ひ 児〗球｝

即ヽ,. 

四

な と 佐さ 0 れ ろ ヶがか 日

資しも 々さ ま ま 水ネら に

ー 36-



も
っ
と
も
、

た
と
い
う
こ
と

1

こ
の
二
点
で
、
前
田
利
右
衛
門
の
右
に
出
る
人
は
い
な
い
と
い
っ
て
い
い
。

の
お
か
げ
で
、

実
際
、

イ
モ
の
伝
来
に
つ
い
て
は
、
諸
説
が
あ
る
。

し
か
し
、

民
間
人
が
持
ち
帰
っ
た
と
い
う
こ
と
、

そ
の
犠
牲
を
最
小
限
に
く
い
止
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

江
戸
時
代
に
は
、
幾
度
と
な
く
飢
饉
が
あ
り
、

こ
の
カ
ラ
イ
モ
は
、
山
川
の
人
々
に
と
っ
て
食
糧
革
命
を
お
こ
す
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、

が
っ
て
、
火
山
灰
に
強
く
、

そ
う
い
う
雑
穀
類
も
、
強
風
に
よ
っ
て
フ
イ
に
な
る
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
し
た

台
風
に
も
強
い
こ
の
カ
ラ
イ
モ
は
、

山
川
の
人
々
に
と
っ
て
、

全
国
的
に
多
く
の
人
々
が
亡
く
な
っ
た
。

こ
こ
は
、

台
風
の
常
襲
地
帯
で
も
あ
っ
た
の
で
、

開
聞
岳
の
爆
発
に
よ
っ
て
、

ま
っ
た
く
の
火
山
灰
土
壌
と
化
し
、

ア
ワ
、

ソ
バ
な
ど
の
雑
穀
し
か
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

「
唐
の
国
」
と
呼
ん
で
い
た
の
で
、

こ
の
地
の
人
々
は
、

て
琉
球
へ
と
伝
え
ら
れ
た
。

そ
の
イ
モ
が
、
利
右
衛
門
に
よ
っ
て
、
山
川
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
イ
モ
を
、
盾
の
国
の
イ
モ
—
「
カ
ラ
イ
モ
」
と
呼
ん
だ
。

モ
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
持
ち
帰
っ
た
。

や
が
て
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
東
洋
に
進
出
す
る
や
、

イ
モ
の
そ
も
そ
も
の
原
産
地
は
、

ア
メ
リ
カ
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
大
陸
を
発
見
(
-
四
九
二
年
）

土
地
の
人
々
が
珍
し
い
も
の
を
食
べ
て
い
た
の
で
、

そ
の
種
を
持
ち
帰
っ
た
。

^ 

ヽ

徳
光
神
社

『

J

斗
―

—
資
米
＇

一

徳
光
神
社
の
概
要

ま
さ
に
心
強
い
生
命
綱
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
山
川
の
人
々
は
、

そ
の
イ
モ
は
、

そ
の
頃
、

フ
ィ
リ
ビ
ン
か
ら
中
国
、

し
た
コ
ロ
ン
プ
ス
が
、

そ
れ
が
イ
モ
だ
っ
た
と
い
う
。

徳
光
神
社
は
、
鹿
児
島
県
に
サ
ツ
マ
イ
モ
を
伝
え
た
前
田
利
右
衛
門
を
ま
つ
る
神
社
で
あ
る
。

そ
し
て
、
実
際
に
栽
培
し

こ
の
地
は
、

利
右
衛
門
は
、
岡
児
ケ
水
の
漁
師
で
あ
っ
た
が
、
今
か
ら
二
百
八
十
年
程
前
の
宝
永
二
年
（
一
七

0
五
）
、
琉
球
に
渡
っ
た
。

そ
の
時
、

た
び
重
な
る

カ
ラ
イ
モ

人
々
は
、
中
国
を

ま
ず
、

そ
し

こ
の
イ
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三
国
名
勝
闘
會
よ
り

利
右
衛
門
は
、
大
山
村
岡
児
ケ
水
浦
の
漁
戸
な
り
。
土
人
の
伝
へ
に
宝
永
二
年
乙
酉
の
年
、
甘
藷
を
盆
に
植
え
て
琉
球
よ
り
携
へ
帰
る
。

是
よ
り
甘
藷
漸
く
諸
方
に
広
ま
り
、

人
民
其
利
益
を
蒙
る
と
云
ふ
。
利
右
衛
門
、

に
在
り
。
其
裔
孫
何
の
比
に
か
絶
え
て
な
し
。
村
民
、
利
右
衛
門
が
甘
藷
を
伝
え
し
を
徳
と
し
其
の
墓
を
掃
除
し
花
水
を
供
う
。

享
保
十
七
年
壬
子
の
歳
、
海
内
甚
だ
飢
饉
し
、
諸
州
、
餓
死
多
く
、
特
り
本
藩
は
甘
藷
を
貯
う
る
に
頼
て
死
す
る
事
を
免
る
。
於
是
命

あ
り
て
、

江
府
へ
上
ら
れ
け
れ
ば
、
安
房
上
総
等
の
地
に
、
種
さ
せ
玉
ひ
廼
ち
薩
摩
芋
と
唱
ふ
と
ぞ
。

青
木
敦
書
の
著
せ
し
書
に
、
蕃
藷
は
、
享
保
十
九
年
養
生
所
の
濡
地
に
試
作
さ
れ
、

く
し
て
其
種
子
腐
り
し
に
、
薩
摩
の
人
、
島
に
在
て
貯
し
様
を
精
し
く
教
へ
、
大
い
に
作
得
を
習
ひ
し
と
見
え
た
り
。
今
は
、

地
に
限
ら
ず
、

北
越
の
国
々
ま
で
尽
く
種
子
を
蔵
る
の
法
を
知
り
、

の
利
と
な
る
。
是
、
利
右
衛
門
が
功
許
多
と
い
ふ
べ
し
…
…
゜

甘
藷
翁
事
歴
概
要

皇
朝
百
十
二
代
東
山
天
皇
の
御
宇
、

旧
幕
府
徳
川
五
代
将
軍
源
朝
臣
綱
吉
公
の
治
世
に
方
り
て
、
吾
が
薩
隅
日
三
州
の
藩
主
兼
琉
球
國

主
、
島
津
家
二
十
一
代
従
四
位
下
左
近
衛
中
将
松
平
薩
摩
守
源
朝
臣
吉
貴
公
の
治
績
に
係
る
。
政
に
薩
摩
國
揖
宿
郡
山
川
郷
岡
児
ケ
水
の

農
民
に
て
、

(1) 

其
の
身
は
乗
船
業
水
手
稼
の
一
人
、

②
山
川
郷
土
歴
史
第
二
編
よ
り

二
、
文

利
右
衛
門
甘
藷
の
功

書

遅
く
種
て
、

宝
永
四
年
丁
亥
七
月
五
日
死
す
。
墓
は
、
嘗
村
堂
之
間

其
後
関
東
の
島
々
へ
渡
さ
れ
し
が
、
貯
へ
様
悪
し

早
く
掘
り
取
り
、
大
に
民
食
の
食
と
な
り
、
遍
＜
天
下

姓
は
前
田
、
名
は
利
右
衛
門
と
号
す
。
其
祖
先
出
所
不
詳
。
時
し
も
宝
永
二
年
乙
酉
の

歳
、
当
人
が
琉
球
よ
り
三
顆
の
甘
藷
賀
を
盆
栽
し
来
れ
り
。
因
て
本
人
は
、

其
の
甘
藷
の
実
を
自
ら
園
圃
に
試
培
し
、

西
南
の
暖

生
産
し
た
る
に
始 （

中
略
）
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五
兵
衛

四
代 良

右
衛
門

代
常
右
衛
門

代

文
政
四
年
辛
己
五
月
八
日
死

然
る
に
、
本
人
利
右
衛
門
翁
に
は
、
宝
永
四
年
丁
亥
七
月
五
日
、
本
船
が
琉
球
よ
り
上
帆
の
際
、
山
川
岡
児
ケ
水
沖
合
に
於
い
て
、
其

当
日
逆
風
の
為
め
に
吹
離
さ
れ
て
行
衛
知
れ
ず
。
沈
没
溺
死
の
不
幸
に
遭
遇
す
と
伝
う
。

距
今
星
霜
幾
ん
ど
二
百
九
年
な
り
。
故
に
七
月
五
日
を
以
て
死
亡
せ
る
忌
日
と
定
む
る
事
と
は
な
れ
り
。
翁
は
、

乗
り
て
死
亡
せ
る
を
以
て
、

翁
の
賓
第
な
る
前
田
常
右
衛
門
存
在
し
て
、
利
右
衛
門
翁
の
名
跡
を
相
続
せ
る
に
到
る
。
初
祖
利
右
衛
門
以

利
右
衛
門
の
賓
弟
に
て
其
隣
り
に
家
宅
を
設
け
し
が
、
利
右
衛
門
の
家
に
帰
ら
ざ
る
よ
り
、
同
屋
敷
を
併
せ
て
今
の
敵
五

享
和
二
年
壬
戌
七
月
十
三
日
死

郎
に
至
る
。

利
右
衛
門
父

初
代

降
、
其
代
の
乃
世
系
は

ま
る
と
の
こ
と
。

某
子

距
今
賓
に
星
霜
威
百
拾
壼
年
を
経
過
せ
り
゜

其
時
父
子
共
に
船
に
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七
代

六

代
清
七

五
代

甘
藷
翁
の
塞

翁
の
票
は
岡
児
ケ
水
堂
の
間
墓
地
に
在
り
其
正
面
に
次
の
文
字
が
刻
さ
れ
て
い
る
。

大
正
三
年
甲
寅
八
月
十
一
日
死

前
田
敲
五
郎

（
利
右
衛
門
と
改
む
）

明
治
廿
三
年
庚
寅
一
月
廿
八
日
死

前
田
清
左
衛
門

天
保
四
年
癸
己
五
月
廿
五
日
死
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蕃
藷

二
品
勲
一
等

明
治
十
四
年
六
月
十
日

第
二
回
内
國
勧
業
博
覧
會

能
久
親
王
印

審
壺
副
長
従
四
位
勲
四
等

佐
野
常
民
印

九
鬼
隆

印

審
査
部
長
従
五
位
勲
五
等

審
壺
総
長
正
四
位
勲
二
等

右
ノ
薦
告
二
拠
リ
之
ヲ
褒
賞
ス

内
國
勧
業
博
覧
會
事
務
総
裁

田
中
芳
男
匝

永
根
平
教
印

鹿
児
島
縣

褒
状
（
窺
）

II II 

若
林
高
久
印

審
杏

官

岡

前
田
清
左
衛
門

薩
摩
國
頴
娃
郡
岡
児
ケ
水
村

毅
印

祖
先
移
伝
ノ
種
苗
ヲ
継
績
培
養
シ
以
テ
今
日
二
至
ル
而
、
ソ
テ
品
位
モ
亦
佳
良
ナ
リ
裁
培
ノ
労
少
シ
ト
セ
ス
頗
ル
嘉
ス
ベ
シ
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る
者
、

利
右
衛
門
山
川
邑
児
箇
水
人
也
父
子
以
乗
船
為
業
嘗
路
値
腿
舟
覆
父
子
溺
不
返
嘗
其
未
溺
得
一
甘
藷
於
琉
球
而
植
之
於
場
圃
蕃

八
原
文
＞

に
流
す

弘
化
三
年
丙
午
五
月
五
日

八
年
を
経
た
る
も
、

の
は
、
実
に
利
右
衛
門
の
功
な
り
゜

其
の
未
だ
溺
れ
ざ
る
に
当
り
、

A
仮
名
交
り
文
＞

利
右
衛
門
は
、
山
川
邑
児
箇
水
の
人
な
り
。
父
子
乗
船
を
以
て
業
と
な
す
。
嘗
て
路
に
風
に
値
ひ
、
舟
覆
り
、
父
子
溺
れ
て
返
ら
ず
゜

す
。
近
世
、
音
に
本
邦
に
樹
芸
す
る
の
み
な
ら
ず
、
施
し
て
他
邦
に
及
ぶ
。
人
民
多
く
之
に
頼
り
て
、
凶
歳
の
患
無
き
を
得
る
所
以
の
も

不
幸
に
し
て
、
子
孫
に
其
の
祀
を
奉
ず
る
者
無
し
。
邑
民
追
悼
し
、
為
に
墓
を
建
て
祭
を
致
す
。
其
の
歿
せ
し
よ
り
星
霜
既
に
百
二
十

土
人
今
に
至
る
ま
で
呼
び
て
甘
藷
翁
の
塚
と
な
す
。
然
り
而
し
て
墓
誌
湮
滅
し
、
法
琥
且
に
不
詳
な
ら
ん
と
す
。
詣

こ
れ
を
憾
み
と
す
。
是
に
於
い
て
か
、
碑
を
墓
側
に
建
て
、
其
の
略
状
を
録
し
、
繋
ぐ
る
に
銘
を
以
て
す
。
銘
に
日
く
、
喧
甘
藷

翁
、
岡
極
の
恵
、
遺
は
邑
民
に
在
り
。
魂
を
招
き
祭
を
炊
す
。
魂
そ
れ
之
を
享
け
よ
。
老
少
皆
詣
る
。
生
、

山
墓
前
碑
文

げ
る
。 甘
藷
翁
の
頌
徳
碑
は
、
三
基
建
て
ら
れ
て
い
る
が
、

三
、
碑

文

山
川

河
野
通
直

佐
々
木
廣
謙

敬
撰

い
ず
れ
も
漢
文
で
あ
る
の
で
、
先
に
仮
名
交
り
文
に
書
き
下
し
、
後
に
原
文
を
掲

一
甘
藷
を
琉
球
よ
り
得
て
、
之
を
場
圃
に
植
え
、
蕃
術
蔓
生
す
。
戸
毎
に
伝
へ
て
植
え
、

民
以
て
糧
と
な

不
幸
な
り
と
雖
、
芳
を
百
世
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え
、
遂
に
國
中
に
偏
し
、
今
は
則
ち
天
下
有
ら
ざ
る
は
無
し
。

術
蔓
生
毎
戸
偲
植
民
以
為
糧
近
世
不
音
樹
藝
本
邦
施
及
他
邦
所
以
得
人
民
多
顆
之
而
無
凶
歳
之
患
者
賓
利
右
衛
門
之
功
也
不

幸
無
子
孫
奉
其
祀
者
邑
民
追
悼
為
建
墓
致
祭
其
歿
也
星
霜
既
経
百
二
十
八
年
土
人
至
乎
今
呼
為
甘
藷
翁
塚
然
而
墓
誌
湮
滅
法

暗
甘
藷
翁
囲
極
之
恵

魂
其
享
栴
老
少
皆
詣

八
仮
名
交
り
文
＞

廿
藷
の
人
を
養
う
は
五
穀
と
等
し
。
夫
れ
天
に
水
旱
有
り
て
而
し
て
五
穀
に
豊
歎
有
り
。
地
に
肥
花
有
り
て
五
穀
其
の
宜
し
き
を
異
に

す
。
唯
甘
藷
は
土
中
に
在
り
て
水
旱
を
知
ら
ず
、
其
れ
之
を
種
う
る
。
荒
脊
付
歯
の
地
と
雖
、
宜
し
か
ざ
る
は
な
し
。
歳
、

と
雖
、

得
て
、

民
飢
餓
の
患
無
き
者
は
、

②
甘
藷
翁
碑
銘

弘
化
三
年
丙
午
五
月
五
日
山
川

河
野
通
直

敬
撰

遺
在
邑
民
招
魂
炊
祭

雖
生
不
幸
流
芳
百
世

佐
々
木
廣
謙

甘
藷
に
賓
に
之
れ
頼
る
な
り
。
是
則
ち
、
甘
藷
の
功
、
時
有
り
て
か
、

そ
民
に
功
あ
る
も
の
は
必
ず
之
を
祭
る
。
故
に
蛯
乃
祭
は
、
主
と
し
て
尚
を
先
に
し
て
祭
る
。
司
高
は
猫
虎
の
類
と
雖
、
其
田
鼠
田
琢
を
食
ふ
も

の
は
則
ち
迎
へ
て
之
を
祭
る
。
然
ら
ば
即
ち
始
め
て
甘
藷
を
種
う
る
の
人
、

凶
荒
に
値
ふ

五
穀
に
勝
る
な
り
。
古
は
、

其
れ
祭
る
こ
と
な
か
る
べ
け
ん
や
。
始
め
て
甘
藷
を
種
う
る

者
は
、
誰
ぞ
。
昔
、
宝
永
二
年
、
薩
摩
山
川
邑
児
ケ
水
村
の
民
に
利
右
衛
門
と
い
ふ
者
あ
り
。
舟
子
と
な
り
て
琉
球
に
至
り
、

盆
裁
し
て
帰
り
、
之
を
圃
に
種
る
に
大
い
に
蔓
術
す
。
採
り
て
以
て
程
に
代
う
。
是
に
於
て
、

号
且
不
詳
詣
憾
焉
於
是
乎
建
碑
於
墓
側
而
録
其
略
状
繋
以
銘
銘
日

一
甘
藷
を 凡

土
人
争
い
其
種
を
求
め
て
之
を
植

利
右
衛
門
、
既
に
没
す
。
土
人
其
の
恵
を
思
い
、
相
共
に
塚
を
立
て
、
呼
び
て
甘
藷
翁
の
塚
と
な
す
。
毎
年
七
月
五
日
を
以
て
祭
を
致
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甘
藷
掟
人
興
五
穀
等
夫
天
有
水
旱
而
五
穀
有
豊
歎
地
有
肥
孔
而
五
穀
異
其
宜
唯
甘
藷
在
土
中
水
旱
不
知
其
種
之
雖
荒
椿
付
歯

之
地
無
不
宜
焉
歳
雖
値
凶
荒
民
無
飢
餓
之
患
者
甘
藷
賓
之
頼
焉
是
則
甘
藷
之
功
有
時
乎
勝
於
五
穀
也
古
者
凡
有
功
於
民
者
必

祭
之
故
蛯
之
祭
主
先
壁
而
祭
司
高
雖
猫
虎
之
類
其
食
田
鼠
田
琢
則
迎
而
祭
之
然
則
始
種
甘
藷
之
人
其
可
無
祭
乎
始
種
甘
藷
者
誰

八
原
文
＞

ま
る

A
i
‘

.
,
 

揖
宿
郡
宰
椎
原
國
蕃
書

鹿
児
島
県
十
等
官

明
治
六
年
癸
酉
五
月
上
浣

豊
碑
刻
銘
、
千
載
に
是
垂
れ
ん
。

賢
宰
焉
を
慨
き
、

翁
の
為
に
祠
を
立
て
、

後
世
礼
亡
び
、
淳
風
日
に
遠
し

古
、
食
を
祭
る
、
本
に
報
ゆ
る
所
以
な
り

唯
か
始
め
て
種
う
る
者
ぞ
、
史
乗
録
せ
ず

廿
藷
の
人
を
養
う
、

し
と
云
う
、
銘
に
日
＜

五
穀
六
と
す
べ
し
、

今
藤
宏
撰

す
。
蓋
し
、
其
の
忌
日
な
り
。
歳
久
し
く
し
て
墓
誌
涙
滅
す
。
弘
化
中
佐
々
木
某
等
、
更
に
碑
を
立
っ
。
然
れ
ど
も
、

之
を
為
す
。
官
未
だ
嘗
つ
て
聞
知
せ
ざ
る
な
り
。
明
治
六
年
大
区
長
椎
原
孝
助
君
、

を
職
に
労
す
る
の
み
な
ら
ず
、

翁
の
民
に
功
あ
り
て
、

雅
馴
な
ら
ざ
る
を
悼
み
、
祠
を
立
て
之
を
祀
る
。
因
り
て
余
に
請
う
に
、
碑
文
を
以
て
す
。
孝
助
君
、

此
皆
土
人
私
か
に

其
事
蹟
彰
れ
ず
、

且
つ
碑
詞

又
先
世
の
民
に
功
有
る
者
を
推
し
て
之
を
祀
る
。
深
く
古
誼
に
合
す
。
而
し
て
翁
、
因
り
て
以
て
世
に
彰

是
嘉
す
べ
き
な
り
。
翁
に
一
子
有
り
。
宝
永
四
年
七
月
、
与
に
舟
に
乗
り
風
濤
に
遇
い
て
、
父
子
倶
に
覆
没
す
。
故
に
後
無

一
方
民
社
の
寄
に
贋
り
、
独
り
心
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に
腋
灸
せ
り
゜

(3) 

昔
宝
永
二
年
薩
摩
山
川
邑
児
ケ
水
村
之
民
有
利
右
衛
門
者
為
舟
子
至
琉
球
得
一
甘
藷
盆
裁
而
帰
種
之
圃
大
蔓
術
採
以
代
糧
於

是
土
人
争
求
其
種
以
植
之
遂
循
於
國
中
今
則
天
下
無
不
有
焉
利
右
衛
門
既
没
土
人
思
其
恵
相
共
立
尿
呼
為
甘
藷
翁
尿
以
毎
年
七

月
五
日
致
祭
薔
其
忌
日
也
歳
久
墓
誌
浪
滅
弘
化
中
佐
々
木
某
等
更
立
碑
然
此
皆
土
人
私
為
之
官
未
嘗
聞
知
也
明
治
六
年
大
区
長

椎
原
孝
助
君
悼
翁
有
功
於
民
而
其
事
蹟
不
彰
且
碑
詞
不
雅
馴
立
祠
祀
之
因
請
余
以
碑
文
孝
助
君
鷹
一
方
民
社
之
寄
不
獨
労
心

於
職
耳
又
推
先
世
之
有
功
於
民
者
而
祀
之
深
合
古
誼
而
翁
因
以
彰
於
世
是
可
嘉
也
翁
有
一
子
宝
永
四
年
七
月
興
乗
舟
遇
風
濤

而
父
子
倶
覆
没
故
無
後
云
銘
日

為
翁
立
祠

廿
藷
翁
頌
徳
碑

八
仮
名
交
り
文
＞

本
に
報
い
始
め
に
反
る
は
、

豊
碑
刻
銘

淳
風
日
遠

鹿
児
島
縣
十
等
官

人
道
の
大
義
な
り
゜

況
や
利
沢
、

民
に
蒙
り
て
百
世
喝
き
ざ
る
者
、
豊
其
初
を
忘
る
べ
け
ん
や
゜
宜
な
り

薩
人
の
甘
藷
翁
に
於
け
る
脊
々
と
し
て
措
か
ざ
る
な
り
。
記
を
案
ず
る
に
、
宝
永
二
年
、
山
川
村
岡
児
ケ
水
の
里
人
、
利
右
衛
門
は
、
琉

球
に
航
し
て
甘
藷
数
顆
を
載
せ
還
り
、
試
に
之
を
磁
溶
卑
湿
に
培
う
。
種
え
て
蕃
ら
ざ
る
な
く
、
蕃
し
て
実
ら
ざ
る
な
し
。
四
方
競
い
培

以
て
穀
食
の
銀
を
補
う
。
薩
摩
藷
の
名
、
万
口

え
、
遂
に
、
海
内
に
遍
く
、
独
り
生
霊
を
凶
饉
に
済
う
の
み
な
ら
ず
、
貴
賤
常
食
し
て
、

明
治
六
年
癸
酉
五
月
上
浣

揖
宿
郡
宰

椎
原
国
蕃

賢
宰
慨
焉

書

今
藤
宏
撰

千
載
是
垂

古
者
祭
食
所
以
報
本
後
世
證
込

甘
藷
養
人
五
穀
可
六

誰
始
種
者
史
乗
不
録
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利
右
衛
門
、
既
に
亡
し
、
薩
人
深
く
之
を
徳
と
す
る
。
塚
を
立
て
ヽ
、
甘
藷
翁
の
募
と
云
ふ
。
忌
日
に
は
必
ず
祭
を
致
す
。
年
久
し
く

塚
頬
る
。
弘
化
中
佐
々
木
某
等
墓
を
立
て

A

之
を
表
す
。
明
治
初
年
揖
宿
郡
宰
椎
原
國
蕃
等
私
か
に
議
し
、

贈
り
て
墓
を
表
す
。
又
、
儒
士
今
藤
宏
に
乞
う
て
文
を
撰
し
、
石
に
刻
む
。
二
十
七
年
、

益
々
具
る
。
三
十
二
年
暴
風
雨
に
會
ひ
、
祠
堂
、
壌
え
て
碑
石
を
埋
む
。

閾
村
嘆
恨
し
、
是
に
於
て
巨
資
を
投
じ
て
旧
域
を
拡
め
、
新
に
祠
宇
を
築
く
。
大
正
三
年
、

人
を
し
て
敬
を
起
さ
し
む
。

こ
れ
よ
り
先
、
馬
野
郡
長
服
部
県
官
其
他
有
志
相
謀
り
て
日
く
、
此
事
独
り
村
民
を
煩
し
、
吾
曹
の
傍
観
す

る
は
道
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
乃
ち
汎
く
資
を
募
り
、

と
。
人
を
遣
し
来
り
余
に
文
を
請
ふ
。
顧
る
に
、
島
根
県
に
往
き
し
時
、
代
官
に
井
戸
平
左
衛
門
あ
り
。
薩
藷
を
領
内
に
播
植
す
。
土
人

呼
ん
で
、
藷
代
官
と
な
す
。
そ
の
亡
所
に
紀
恩
碑
を
建
つ
る
あ
り
。
近
く
は
、
更
に
贈
位
の
典
あ
り
。
青
木
昆
陽
も
亦
、
甘
藷
の
利
を
察

而
し
て
其
の
初
を
た
づ
ぬ
れ
ば
、

ざ
る
な
り
。
乃
て
記
す
゜

西
原
清
行

山
田
準
撰

頌
徳
碑
を
祠
畔
に
建
て
、
後
人
を
し
て
永
く
利
沢
の
由
る
所
を
記
さ
し
め
ん
と
欲
す

ー
に
我
甘
藷
翁
に
由
る
。
但
地
僻
に
し
て
、

る
べ
け
ん
や
。
而
し
て
、
薩
人
之
を
伝
へ
て
、
未
だ
顕
れ
ざ
る
。
蓋
し
此
に
二
百
年
。
今
は
更
に
一
大
碑
を
建
て

A
‘

る
。
独
り
報
本
反
始
の
道
に
於
い
て
、

そ
の
当
を
得
る
の
み
な
ら
ず
、

大
正
四
年
九
月
上
浣

第
七
高
等
造
士
館
教
授
従
五
位

鹿
児
島
縣
揖
宿
郡
書
記

し
、
薩
種
を
諸
州
に
勧
倍
す
。
其
の
名
夙
に
顕
る
。

書

玉
蔓
大
御
食
持
命
の
溢
琥
を

里
人
更
に
祠
堂
を
設
け
之
を
祀
り
崇
奉
の
典
、

工
を
起
し
、
明
年
之
を
竣
ゆ
。
祠
貌
懺
然

人
賤
な
れ
ば
、

そ
の
名
、
未
だ
甚
顕
れ
ず
。
壺
傷
ま
ざ

其
の
厚
徳
を
頌
す

翁
の
名
蓋
し
是
よ
り
天
下
に
暴
白
せ
ん
か
。
是
記
せ
さ
る
ぺ
か
ら
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馬
場
助

志
々
目
藤
彦

服
部
教

第
七
高
等
學
校
造
士
館
教
授
従
五
位

記
也
乃
記

報
本
反
始
人
道
之
大
義
況
利
澤
蒙
民
百
世
不
喝
者
登
可
忘
其
初
乎
哉
宜
突
薩
人
之
於
甘
藷
翁
巻
々
不
措
也
安
記
宝
永
二
年
山

川
村
岡
児
ケ
水
里
人
利
右
衛
門
者
航
琉
球
載
甘
藷
数
顆
還
試
培
之
硯
帯
卑
湿
莫
種
而
不
蕃
莫
蕃
而
不
賓
四
方
競
培
遂
遍
海
内

不
獨
済
生
霊
干
凶
饉
貴
賤
常
食
以
補
穀
食
之
賑
薩
摩
藷
之
名
謄
灸
干
萬
口
利
右
衛
門
既
亡
薩
人
深
徳
之
也
立
塚
日
甘
藷
翁
墓

忌
日
必
致
祭
年
久
塚
頒
弘
化
中
佐
々
木
某
等
立
墓
表
之
明
治
初
年
揖
宿
郡
宰
椎
原
國
蕃
等
私
議
贈
玉
蔓
大
御
食
持
命
溢
琥
表

干
墓
又
乞
儒
士
今
藤
宏
撰
文
刻
石
二
十
七
年
里
人
更
設
祠
堂
祀
之
崇
奉
之
典
益
具
三
十
二
年
會
暴
風
雨
壊
祠
堂
埋
碑
石
閾
村

嘆
恨
於
是
投
巨
資
拡
旧
域
新
築
祠
宇
大
正
三
年
起
工
明
年
竣
之
祠
貌
徽
然
令
人
起
敬
先
是
馬
野
郡
長
服
部
縣
官
其
他
有
志
相

謀
日
此
事
獨
煩
村
民
吾
曹
傍
観
非
道
也
乃
汎
募
資
建
頌
徳
碑
干
祠
畔
欲
使
後
人
永
記
利
澤
所
由
也
遣
人
来
請
余
文
顧
島
根
縣
往

時
有
代
官
井
戸
平
左
衛
門
播
植
薩
藷
千
領
内
土
人
呼
以
藷
代
官
其
亡
所
在
建
紀
恩
碑
近
者
更
有
贈
位
之
典
青
木
昆
陽
亦
察
甘

藷
之
利
勧
培
薩
種
干
諸
州
其
名
夙
顕
而
原
其
初
一
由
干
我
甘
藷
翁
但
地
僻
人
賤
其
名
未
甚
顕
翌
不
可
傷
乎
哉
而
薩
人
億
之
未

顕
蓋
二
百
年
干
此
今
者
更
建
一
大
碑
頌
其
厚
徳
不
猥
於
報
本
反
始
之
道
得
其
嘗
翁
之
名
蓋
自
是
暴
白
干
天
下
突
乎
是
不
可
不

大
正
四
年
九
月
上
浣

八
原
文
＞

肥
後
榮
蔵

馬
野
精

是
枝
誠
介

鹿
児
島
縣
揖
宿
郡
書
記

建
碑
発
起
人

樋
渡
次
右
衛
門

豊

田
勝
蔵

西
原
清
行

山
田
準
撰

書

日 隈

高 プじ

退
蔵

禎
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一
、
由
緒

一
、
祭
神

四
、

甘
藷
翁
頌
徳
碑鹿

児
島
縣
知
事

神
社
明
細
帳

玉
蔓
大
御
食
持
命
保
食
神

往
時
、
嘗
薩
摩
國
揖
宿
郡
山
川
郷
岡
児
ケ
水
の
利
右
衛
門
と
称
し
、
舟
乗
業
を
な
し
、
元
録
の
初
年
に
琉
球
國
へ
渡
航

し
た
る
時
、

琉
球
人
、
芋
の
如
き
物
を
食
し
た
り
。
利
右
衛
門
つ
ら
つ
ら
之
を
見
て
思
へ
ら
く
、

に
於
い
て
見
聞
せ
ず
。
吾
等
僻
阪
の
地
に
於
い
て
は
、
最
も
糧
食
を
補
ひ
有
る
べ
し
と
、
僅
か
に
一
顆
を
獲
、
之
を
盆
裁

し
て
帰
り
、
某
圃
に
試
み
し
に
、
能
＜
土
地
に
適
應
し
、
利
右
衛
門
喜
し
て
之
を
採
り
、

於
て
唐
芋
と
称
へ
、

近
隣
の
争
ひ
需
め
て
之
を
植
え
、
未
だ
数
年
出
で
ざ
る
に
、
関
州
遂
に
競
ふ
て
之
を
倍
植
す
る
に
至

利
右
衛
門
其
子
某
と
共
に
再
渡
航
し
、
芋
を
持
婦
ら
ん
と
し
舟
に
在
り
。
時
に
殿
風
暴
に
致
り
、
之
が
為
に
覆
り
、
父

子
遂
に
涌
没
す
。
時
、

宝
永
四
年
己
亥
七
月
五
日
也
（
享
保
四
年
ト
ア
ル
ハ
葬
儀
ヲ
為
シ
墓
碑
ヲ
建
テ
タ
ル
日
ナ
リ
シ
ヤ
。

死
体
帰
ラ
ズ
後
日
大
風
ヲ
思
ヒ
偲
ビ
記
｀
ソ
タ
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
メ
ヤ
）
此
よ
り
以
還
歳
月
の
久
し
き
、

弘
化
三
年
丙
午
年
五
月
、
山
川
佐
々
木
廣
兼
、

り
゜

高

此
の
も
の
我
未
だ
内
地

以
て
日
用
の
糧
に
代
へ
、
愛
に

遂
に
他
邦
に
蔓
延
す
゜

河
野
通
直
の
二
人
相
謀
り
て
、
岡
児
ケ
水
の
堂
の
間
に
在
る
石
碑
の
磨

滅
す
る
を
憂
ひ
、
更
に
碑
を
建
て
以
て
其
の
概
要
を
掲
ぐ
。
尋
ひ
て
、

明
治
六
年
五
月
、
椎
原
孝
助
区
長
た
る
寸
郷
民
又

無
指
定
村
社
徳
光
神
社

鹿
児
島
県
揖
宿
郡
山
川
村
岡
児
ケ
水
三
三
二
番
地

岡
直

吉

書
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壼
千
五
百
戸
岡
児
ケ
水

福
元
区
、

成
川
区
、

大
山
区

大
正
四
年
九
月
揖
宿
郡
長
馬
野
精
一
氏
嘗
神
社
に
設
置
す
゜

一
、
境
内
地

一
、
戴
畝
四
歩

一
、
戴
畝
五
歩

一
、
五
畝
参
歩

一
、
咸
拾
弐
歩

村
社
列
格

社
殿
再
建

更
に
徳
光
の
地
に
碑
を
建
て
、
廿
藷
翁
と
称
へ
、

社
琥
依
願
許
可
同
年
建
設

境
内
地
第
一
種
官
有
地
卜
官
許

明
治
十
二
年

明
治
十
二
年

三
畝
拾
歩

私
に
溢
名
を
玉
蔓
大
御
食
持
命
と
日
ふ
。
明
治
六
年
十
月
一
日
徳
光
神

大
正
四
年
九
月
揖
宿
郡
長
馬
野
精
一
氏
嘗
神
社
の
荒
敗
を
慨
し
、
社
殿
改
築
の
議
を
提
唱
す
。
時
の
高
岡
直
吉
縣
知
事
大
い
に
賛

し
、
汎
＜
縣
民
の
義
落
令
ビ
訴
え
し
が
、
嘗
岡
児
ケ
水
の
区
民
境
内
地
寄
附
申
出
之
を
受
け
て
拡
張
す
゜

大
正
四
年
九
月

甘
藷
翁
頌
徳
碑
建
立

一
、
氏
子
参
百
戸

一
、
崇
敬
者

無
指
定
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明
治
四
拾
参
年
六
月
合
祀

一
、
児
ケ
水
神
社

一
、
河
上
神
社

一
、
大
山
積
神
社

一
、
龍
宮
神
社

神
社
名

事
代
主
命

猿
田
彦
大
神

速
秋
津
彦
神

速
秋
津
姫
神

大
山
津
見
神

豊
玉
姫
尊

受
持
神
祭
神

明
治
四
十
三
年
六
月

明
治
十
二
年
十
月

明
治
十
三
年
五
月

明
治
四
十
三
年
六
月
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町
民
各
位
の
御
教
示
と
御
支
援
を
お
願
い
し
た
い
。

0

ま
だ
ま
だ
多
く
の
文
化
財
が
未
調
査
の
ま
ま
で
あ
ろ
う
。

に
誘
う
金
字
塔
と
な
っ
て
欲
し
い
と
思
う
。

0

本
資
料
集
が
、
悠
久
の
昔
よ
り
現
在
を
へ
て
二
十
一
世
紀

調
査
研
究
の
成
果
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

0

本
資
料
集
は
、
こ
れ
ま
で
の
文
化
財
保
護
審
議
会
委
員
の 編集後記

住 T 印発 I 
E 刷行 山＾

所 L 所者 川 総集
平編
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